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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 主要な連結経営指標等の推移

 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) 8,484,434 8,329,818 7,022,866 5,161,206 5,951,600

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 16,765 △265,081 △1,055,705 △747,079 258,230

親会社株主に帰属する
当期純利益
又は親会社株主に帰属
する当期純損失（△）

(千円) △185,183 △468,978 △1,342,791 △923,106 221,413

包括利益 (千円) △185,183 △468,978 △1,342,791 △923,106 223,409

純資産額 (千円) 4,788,007 4,111,265 2,710,390 1,979,310 3,098,459

総資産額 (千円) 11,857,160 10,898,157 8,914,704 7,276,661 8,160,061

１株当たり純資産額 (円) 404.37 366.71 240.77 140.90 149.57

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) △15.66 △41.46 △119.47 △74.30 13.35

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 12.44

自己資本比率 (％) 40.4 37.7 30.4 27.2 37.9

自己資本利益率 (％) △3.7 △10.5 △39.4 △39.4 8.7

株価収益率 (倍) △12.71 △4.90 △1.41 △1.22 9.59

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △334,977 △444,002 △641,486 △268,008 939,556

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △742 △59,170 77,991 13,534 △132,546

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 17,399 △233,269 △193,167 △554,212 545,823

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 3,962,639 3,226,196 2,469,534 1,660,849 3,013,682

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
537 496 437 361 335

〔21〕 〔36〕 〔36〕 〔31〕 〔29〕
 

(注) １　「株式給付型ＥＳＯＰ」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、１株当たり純資産額の算定上、

期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中

平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、「株式給付型ＥＳＯＰ」は、2025年

９月をもって終了しております。

２　第51期、第52期、第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の主要な経営指標等の推移

 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高及び営業収益 (千円) 4,130,136 589,200 563,200 412,360 423,072

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △217,049 83,321 122,110 △29,450 61,097

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) △255,916 △447,393 △1,342,442 △936,778 219,561

資本金 (千円) 1,215,949 100,000 100,000 196,013 642,693

発行済株式総数 (株) 15,498,200 12,498,200 12,498,200 15,298,200 21,614,700

純資産額 (千円) 4,266,752 3,611,594 2,211,069 1,466,316 2,583,613

総資産額 (千円) 5,814,939 5,123,983 3,640,512 2,151,851 2,918,832

１株当たり純資産額 (円) 360.35 322.14 196.42 104.38 124.70

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

6.00 6.00 3.00 ― 1.50
(3.00) (3.00) (3.00) (―) (―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) △21.64 △39.55 △119.44 △75.40 13.24

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 12.33

自己資本比率 (％) 73.4 70.5 60.7 68.1 88.4

自己資本利益率 (％) △5.6 △11.4 △46.1 △50.9 10.8

株価収益率 (倍) △9.19 △5.13 △1.41 △1.21 9.67

配当性向 (％) ― ― ― ― 11.3

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
33 33 26 18 18

〔－〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕

株主総利回り
(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％)
（％）

72.7 76.2 64.9 37.6 51.2
（102.0） （107.9） （152.5） （150.2） （202.2）

最高株価 (円) 313 258 226 168 369

最低株価 (円) 196 197 140 65 67
 

(注) １　「株式給付型ＥＳＯＰ」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、１株当たり純資産額の算定上、

期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中

平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、「株式給付型ＥＳＯＰ」は、2025年

９月をもって終了しております。

２　第51期、第52期、第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

３　最高・最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年４月４日

以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

４　第55期の１株当たり配当額1.50円については、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となって

おります。
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２ 【沿革】

当社の前身は、1967年９月に現・千葉市稲毛区において個人創業した「京呉服まるかわ」であります。事業の急速

な拡大に伴い、1971年８月に法人組織に改組し商号を「株式会社マルカワ」といたしました。その後、商号は「株式

会社まるかわ」を経て1989年７月に「京都きもの友禅株式会社」に変更し、呉服販売における大手小売販売会社の一

角として現在に至っております。

なお、2021年10月１日付で持株会社体制へ移行し、2024年８月に商号を「株式会社京都きもの友禅ホールディング

ス」へ変更いたしました。

 

年月 沿革

1967年９月 現・千葉市稲毛区に、京呉服まるかわを創業。

1971年８月 株式会社マルカワを設立。

1977年２月
割賦販売法による前払式特定取引業者としての認可を受けた株式会社まるかわおしゃれ会(現株
式会社京都きもの友禅友の会、現連結子会社)を友の会組織としての子会社として設立。

1979年４月 東京事務所(実質的な本社機能)を東京都中央区に開設。

1981年７月 商号を「株式会社まるかわ」に変更。

1987年２月 当社の都内での販売拠点として「東京本館」を、東京都中央区日本橋馬喰町に開店。

1989年７月 商号を、「京都きもの友禅株式会社」に変更。

1993年１月 「東京本館」を東京都中央区日本橋小伝馬町の自社新築ビルに移転。

1993年10月 振袖のレンタル取扱開始。

1995年１月 本社事務所を東京都中央区日本橋大伝馬町の現在地に移転。

1996年２月 本店所在地を千葉市より現在の東京都中央区日本橋大伝馬町に変更登記。

1997年10月 「友の会」会員数が３万人を突破。

1999年10月 日本証券業協会に株式を店頭登録。

2000年11月 東京証券取引所市場第２部に株式を上場。

2002年３月 東京証券取引所市場第１部に指定替。

2004年10月 「友の会」会員数が５万人を突破。

2004年11月
当社の顧客等に対して販売代金等の割賦販売斡旋業務を行うＫＹクレジットサービス株式会社を
設立。

2010年４月 ＫＹクレジットサービス株式会社を吸収合併。

2013年２月 「友の会」会員数が７万人を突破。

2018年10月 自社ビル「東京本館」を売却し、移転。

2020年７月 京都きもの友禅オンラインストアを開設。

2021年７月 自社写真スタジオを開設。

2021年10月 持株会社体制へ移行し、商号を「株式会社YU-WA Creation Holdings」へ変更。

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行。

2024年８月 商号を「株式会社京都きもの友禅ホールディングス」に変更。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、連結子会社である京都きもの友禅株式会社及び株式会社京都きもの友禅友の会の３社によ

り構成されており、呉服等の販売を主たる業務としております。

なお、当社は、特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模と

の対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付けは、次のとおりであります。

 

（連結子会社）

京都きもの友禅株式会社

　振袖等を中心とした呉服販売及びレンタルを主とし、それに関連する宝飾品等の販売を行う全国チェーン

展開による小売業を営んでおります。加えて、呉服に付随した写真撮影スタジオの運営及びオンラインスト

アでの呉服関連商品の販売を行っております。

　また、顧客に対して販売代金等の割賦販売業務を行っております。

株式会社京都きもの友禅友の会

　割賦販売法に基づき会員積立業務を営む前払式特定取引業者であり、入会会員には毎月一定額を積み立て

て頂く「お買物カード」を発行し、積立金利用の際には積立金額にボーナス分をプラスすることによって、

京都きもの友禅株式会社の販売促進の助成(呉服販売の取次ぎ―割賦販売法第２条第５項)を行っておりま

す。

 

事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社)      

京都きもの友禅株式会社
（注）２、３

東京都中央区 10,000 和装事業 100.0

経営管理
資金の援助
役員の兼任…３名
債務被保証
従業員の出向

株式会社京都きもの友禅友の会
（注）２

東京都中央区 100,000 前払式特定取引業 100.0
経営管理
役員の兼任…３名
債務被保証

 

(注) １　当社グループは、和装事業の単一セグメントであるため、「主要な事業の内容」欄には、各社における具体

的な事業内容を記載しております。

２　特定子会社であります。

３　京都きもの友禅株式会社の売上高については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高

に占める割合が10％を超えております。

　　主要な損益情報等　①売上高　　       　5,969,089千円

　　　　　　　　　　　②経常利益　　     　　194,578千円

　　　　　　　　　　　③当期純利益　     　　144,380千円

　　　　　　　　　　　④純資産額　       △2,508,866千円

　　　　　　　　　　　⑤総資産額　         4,527,447千円
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第２ 【事業の状況】
 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 経営方針・経営戦略等

当社グループは、当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」を、当社グループの存在意義及び判断・行動

の基準と位置づけております。当社グループが営む和装事業は、お客様の人生の節目に深く関わる事業であり、商

品そのものの品質に加え、接客、提案、顧客理解及びアフターフォロー等を通じて、お客様及びご家族の記憶と心

に残る価値を提供することを経営の基本方針としております。

また、当社グループは、Missionを経営の軸として、お客様の喜び・満足、社員の成長と働きがい、当社グループ

の収益力向上、並びに株主への還元を同時に実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいりま

す。

 
(2) 経営環境及び対処すべき課題

当社グループは、2025年３月期を「再生フェーズ」、2026年３月期を「実行フェーズ」と位置づけ、構造改革及

び販売改革を進めてまいりました。その結果、2026年３月期において通期営業黒字を達成し、収益改善に成果を上

げることができました。

一方で、当社グループは、過去の業績低迷を一時的な外部環境の影響のみによるものではなく、複数の経営課題

が顕在化した結果であると認識しております。具体的には、既存事業の収益基盤の強化、顧客導線全体の最適化、

外部環境の変化に応じたビジネスモデルの見直し及び新たな施策の企画・実行、並びに成長を支える人的資本、販

売品質及び経営基盤・ガバナンス体制の整備等が、引き続き重要な課題であります。これらの課題を解決し、2027

年３月期を「成長フェーズ」と位置づけて持続的な成長を実現していくためには、2026年３月期の黒字化を一過性

の成果にとどめず、持続的に利益を創出できる経営基盤へと高めていくとともに、当期に策定したMission「記憶

に、そして心に。」のもとで、事業・組織・経営基盤の進化と、中長期的な企業価値向上に資する成長投資を通じ

て、持続的な成長モデルへ移行していく必要があると認識しております。

また、当社グループは、これらの課題に対して既に各種施策に着手しており、今後はその取組を一層具体化・定

着させてまいります。以下、当社グループの主な対処すべき課題は次のとおりであります。

 
① 収益の再現性・安定性の強化

2026年３月期の黒字化を通過点とし、売上、売上総利益、販管費、店舗収益性等の管理精度を一層高めることに

より、収益の再現性と安定性を強化してまいります。また、当期の黒字化は、四半期を通じた安定的な受注の確保

と着実な売上計上の積み上げによるところも大きく、月次・四半期単位での着地精度の向上を図るとともに、各セ

グメント及び施策ごとの成果検証を継続し、環境変化に応じた迅速な改善を行うことにより、持続的に利益を創出

できる経営体制の確立を進めてまいります。

 
② 既存事業の収益基盤の強化

振袖、一般呉服、写真、EC、友の会等の各事業を個別最適ではなく顧客導線全体で捉え直し、顧客接点の強化と

LTVの最大化を通じて、既存事業の収益力向上を図ってまいります。特に、主力事業である振袖については、来店か

ら成約、前撮り、納品後のフォロー、周辺商材に至るまでを一体的に設計し、一般呉服については、新規顧客の創

出、既存顧客との継続的な関係強化及び商材の拡充を通じて、事業全体として安定的な収益基盤を強化してまいり

ます。

 
③ Missionを中核とした経営戦略の推進

当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」を、当社グループの存在意義を示す原点と位置づけ、全社の判

断と行動の基準として浸透させることにより、商品販売という行為そのものを、お客様の記憶と心に残る価値提供

へと高めてまいります。さらに、Missionを中核として、人的資本の強化、販売品質の向上、ガバナンス体制の進化

及び成長投資を含めた経営戦略全体を一体的に推進することにより、持続的な成長モデルの構築を進めてまいりま

す。
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④ 人的資本の強化と組織基盤の整備

人事制度、教育制度、働く環境等の整備を通じて、仲間を尊重し、安心して働ける職場づくりを進めるととも

に、社員一人ひとりが自分らしく力を発揮し、安心して長く働き、成長できる組織づくりを進めてまいります。ま

た、人的資本の強化を重要な経営課題と位置づけ、店舗人材、本社、管理職、経営人材を含めた全社的な育成、適

正配置及びマネジメント力の向上を図ることで、組織全体の生産性と実行力の向上につなげてまいります。

 
⑤ 成長投資と事業ポートフォリオの再構築

既存事業の収益基盤の強化に加え、中長期的な企業価値向上に資する成長投資やM&Aについても、資本効率、収益

性、財務健全性を踏まえながら、必要に応じて検討・実行してまいります。その際、既存事業との連携可能性や投

資回収の確度を見極めつつも、Missionを起点とした持続的な成長につながる事業ポートフォリオの構築を進めてま

いります。

 
⑥ ガバナンス体制の進化

持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、当期に設置したグループ指名・報酬委員会の運用を通

じた指名・報酬・後継者計画の審議体制の整備、意思決定プロセスの透明性・客観性の向上、並びに執行体制の実

効性向上を通じて、ガバナンス体制の進化を図ってまいります。

 

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループは、当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」のもと、人生の晴れ舞台である成人式において

お召しになる振袖をはじめ、和装に関連する商品・サービスを通じて、お客様及びご家族の大切な記憶と心に残る価

値を提供することを目指しております。そのために、事業活動を継続する中での環境問題、社会問題への対応等を通

じ、顧客、取引先、従業員をはじめとする全てのステークホルダーと共に持続可能な社会の実現に貢献してまいりま

す。

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

 

① ガバナンス

国際情勢及び外部環境に伴う社会的な課題の変化、当該変化に伴うリスク、及び中長期的な企業価値向上の観点

から、役員及び社員のサステナビリティに関する意識を高め、適切な対応をしていく方針としております。

サステナビリティを巡る課題、また課題に対応するための計画立案、進捗管理については適宜、各種会議におい

て協議・決定されております。また、取締役会において、その内容を各担当取締役より報告することとしておりま

す。

 

② 戦略

（環境問題に関する取組）

当社グループでは、環境問題への配慮として、きもののお手入れ、お直しサービスを強化し、きものが本来持つ

サステナブルな価値の維持に貢献しております。その他、家族のきものを受け継ぎたいというご要望に応えるべ

く、母親や姉が着用した振袖を、サイズのお直しや帯・小物のアレンジにより着用する「ママ振袖・姉振袖」プラ

ンを新設するなど、商品を永く、大切に利用したいという消費者の想いに沿った多様なプランの整備に取り組んで

おります。今後も、きもの、宝飾品のリユースや、アップサイクル商品開発の検討など、施策の実施、企画検討に

取り組んでまいります。

このように、きものは、適切なお手入れやお直しを行うことにより、世代を超えて受け継ぐことができる商品特

性を有しております。当社グループは、きものを、つくり手の想い、袖を通すお客様の願い、そしてご家族の記憶

が重なるものと捉えており、こうしたきもの本来の価値を活かし、お客様やご家族の大切な記憶とともに、きもの

を長く大切にご利用いただける選択肢を提供することも、当社グループのサステナビリティへの取組の一つである

と考えております。
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（人材の育成及び社内環境整備に関する方針）

当社グループは、社員個人がより成果が出せる能力開発及び教育体制と組織力の向上に貢献できる人材育成を推

進しております。また、社員が長く安心して働くために、多様な価値観を尊重し合える社内環境の整備を進めてお

ります。具体的には以下のとおりであります。

 
a.人材育成

呉服販売においては、高い接客技術及び商品知識が求められます。そのため、体系的に商品知識を学習できる教

育体制の整備や教育担当者の育成に取り組んでおります。また、中途採用者に対しても教育・サポート体制を構築

しており、社員が販売業務に注力でき、安心して長く働くことのできる環境の整備に努めております。

 
b.採用方針等

当社グループでは性別や年齢に隔たりのない多様な人材登用の推進を掲げております。能力・経験等を重視した

幅広い人材登用のため、中途採用についても積極的に実施しております。

また、主力商品のきものを販売するという特性上、女性社員が多数在籍しております。2026年3月末時点における

正社員の女性比率は76.7％であります。現在、次世代経営幹部候補者育成の観点から、同様に性別、年齢を問わず

管理職への登用を推進しており、女性の管理職比率は年々向上しております。

 
c.働き方

当社グループでは、社員が個々の能力を最大限活かすことができる職場環境整備のため、積極的に働き方改革を

実施しております。具体的には、テレワーク運用やフレックスタイム制度を導入することで働きやすい環境づくり

に取り組んでおります。さらに、育児短時間勤務期間の延長、介護等による勤務形態を選択できる制度や家族の事

情による休暇に対する休日付与制度を創設し、社員が長く、フレキシブルに働くことができる環境を醸成し社員エ

ンゲージメントの向上を図っております。

 
③ リスク管理

当社グループでは、全社的なリスクを特定し、リスクの顕在化を防止するため、各部門でリスクを含めた検討を

実施するとともに、適宜、リスク管理委員会に共有・報告しております。リスク管理委員会では、リスクの重要度

や対応する責任者（リスクオーナー）を定め、リスクの重要度に鑑み、対策指示等を行い、状況を取締役会に報告

しております。内部監査室はこれら全体のリスク管理体制・状況を独立した立場から確認、監督しております。

 

④ 指標及び目標

二酸化炭素排出量の削減目標など具体的な数値管理は行っておりませんが、「② 戦略」の項目に記載のとおり、

当社グループが事業活動を継続する中で実現可能な施策を通じ、環境負荷低減、脱炭素社会の実現に貢献してまい

ります。

また、当社グループでは、上記「② 戦略」において記載した、人材の育成に関する方針及び社会環境整備に関す

る方針に関する指標については、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組が行われているものの、連結

グループに属するすべての会社では行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このた

め、次の指標における目標及び実績は、連結グループにおける主要な事業を営む京都きもの友禅㈱のものを記載し

ております。

指標 目標 実績（当事業年度）

管理職に占める女性労働者の割合 2030年までに50％ 31.6％

男性の育児休業取得率 2030年までに100％ 0.0％
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３ 【事業等のリスク】

当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、

当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

当社はこれらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針であります。

なお、当該リスク情報につきましては、当連結会計年度末現在の判断によるものであり、また、当社グループの事

業上のリスクの全てを網羅するものではありません。

 
(1) 少子化について

売上全体に占める「振袖」販売及びレンタルの割合が３割近くを占めております。少子化の進行に伴って新成人

が減少しており、今後も継続して同様の傾向が続く場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 人材の確保及び育成について

当社グループが営む呉服販売業務においては、優秀な人材を適時に確保、育成していくことが重要であると考え

ております。しかし、要員計画数を下回る採用状況等が生じた場合において、当社グループ業績に重要な影響を及

ぼす可能性があります。

(3) 減損損失について

当社グループが保有する固定資産を使用している店舗の営業損益が悪化し、かつ短期的にその状況の回復が見込

まれない場合、減損会計の適用により当該固定資産に対して減損損失が発生し、当社グループの業績及び財政状況

に影響を与える可能性があります。

(4) 個人情報保護法規制及び改正について

個人情報保護法の規制及び2022年４月施行の個人情報保護法の改正により、現在行っている販売促進のためのダ

イレクトメール発送に対する個人情報（住所、氏名等）の新規入手は困難であります。このため当社グループにお

いては、ダイレクトメール発送を取りやめ、デジタルマーケティング施策へシフトし、広告宣伝の効率化を行う組

織体制への転換を図っております。ただし、この広告宣伝の手法により当該費用が増加し、当社の業績に影響を与

える可能性があります。

(5) 個人情報の管理について

顧客データベースへのアクセス環境、セキュリティシステムの改善を担当部署で対策を常に検討し、個人情報保

護対策に万全を期しております。また、個人情報の取り扱いに対する意識の向上を目的とした社員教育、アクセス

権限設定、相互牽制システムの構築など、個人情報に関する内部管理体制についても強化しております。

現在、個人情報の流出は発生しておらず、今後も個人情報の取り扱い等に対する体制強化を徹底してまいります

が、個人情報が流出した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(6) 成人年齢の引き下げについて

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法などが2018年６月13日、参議院本会議で可決、成立し、2022年４

月１日に施行されました。本法律の施行により成人式のあり方に何らかの大きな変化（地方自治体等が主催する成

人式における成人年齢の定義、成人式開催時期の変更等）があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

(7) 新規事業について

当社グループでは、中期的な成長のため、Mission「記憶に、そして心に。」を起点としたカテゴリー・サービ

ス・商材を選定し、本業とのシナジー効果が見込める事業を中心に適宜検討を行っております。新規事業を開始し

た場合、マーケティングコスト、ＩＴ投資コスト、広告宣伝費等の費用発生などが見込まれます。また、人員確保

及びノウハウ不足等の原因により新規事業の開始が遅れる、もしくは新規事業が計画どおりに進捗しなかった場

合、当社グループの業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

(8) コンプライアンス体制について

当社グループは、法令その他諸規則等を遵守すべく、コンプライアンス体制及び内部統制システムの強化を経営

上の重要課題のひとつとして位置づけ、グループ各社の従業員等に対して適切な指示、指導を実施し、反社会的勢

力との関係遮断や不正行為の防止・発見のために必要な予防策を講じています。また、「内部統制システムの整備

に関する基本方針」 を踏まえ、コンプライアンス・リスク管理体制を構築しており、リスク管理委員会が対応策

を検討・決定し、コンプライアンス・リスクを管理します。さらにリスク発生の可能性が高まった場合、あるいは

リスクが具現化した場合には、必要に応じて緊急対策本部を設置し、リスクの低減を図っていきます。

しかしながら、リスクが顕在化した場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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(9) 風評被害等による社会的信用の毀損

当社グループでは和装事業において、呉服・振袖等きもの全般を全国に店舗展開しております。

当社グループではお客様から解約請求、クレーム等を受けた場合、顧客相談課及び営業本部が連携し速やかに対

応できる体制となっております。

しかしながら、昨今のSNSなど普及により企業に対する風評被害等が広まることにより当社の社会的信用が毀損

した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 原価率について

当社グループにおいては、主要事業である呉服及び加工料金が上昇傾向にあり、それに伴い原価率も上昇傾向に

あります。主な要因としては人手不足、人件費の高騰、国内外のインフレーションの進行、物流コスト、原材料等

によるものです。当社グループでは、各メーカーとの関係強化や新たな取引先の開拓や分散といった調達戦略によ

る対策や社内での原価分析を実施して原価率低減に取り組んでおります。

しかしながら当該価格の上昇傾向が続く場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以

下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する

認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 
(1)経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復傾向が続きまし

た。一方で、原材料・エネルギー価格の高騰に伴う物価上昇の継続や米国の今後の政策動向、金融市場の変動、さ

らには緊迫化する地政学的リスクが供給網に与える影響など、先行きは依然として不透明な状況が続いておりま

す。

このような環境の中、当社グループでは、2025年３月期を利益体質への転換に向けた「再生フェーズ」として進

めてきた取り組みを踏まえ、当連結会計年度を、前期に進めた施策の成果を実際の業績に結びつける「実行フェー

ズ」とし、黒字化の実現を最優先の経営課題として、全社一丸で経営体質の改善に取り組んでまいりました。2025

年３月期に策定した重点施策を基軸に、重点領域の選択と集中を実行いたしました。また、各施策の進捗と成果を

主要指標により継続的に検証し、その結果を機動的に施策に反映することで、収益基盤の強化が着実に進み、2021

年３月期以来となる通期での営業黒字を達成いたしました。

売上面では、各種プロジェクトの効果により安定した受注確保が実現いたしました。和装事業全体として、販売

プロセスの改革と営業施策の転換が奏功し、当連結会計年度の売上高については、前年同期比15.3％増の5,951百

万円となりました。

利益面では、当連結会計年度の粗利益率は前年同期と比較して2.8ポイント上昇し61.5％となりました。これ

は、在庫構成の見直し、販売単価の適正化などを通じて、主要商材の原価率が改善したことによるものです。ま

た、不採算店舗の統廃合や適切な広告・販促費の見直し、間接コストの最適化など、一連のコスト構造改革の効果

もあり、当連結会計年度における営業利益は259百万円（前年同期は営業損失734百万円）、経常利益は258百万円

（同経常損失747百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は221百万円（同親会社株主に帰属する当期純損失

923百万円）となり、前年同期から1,144百万円改善し、大幅な黒字転換を果たしました。

 

「和装事業」における売上区分別の状況は次のとおりです。

（一般呉服等）

「一般呉服」等については、顧客基盤への取り組み強化や収益管理の徹底により、受注確保に努めてまいり

ました。一方で、2025年３月期中に実施した店舗網の見直しに伴う一部閉店の影響により、受注高は前年同期

比1.7％減となりました。

 
（振袖）

「振袖」販売及びレンタルについては、当期の重点施策である集客施策の見直しとの連動強化の効果によ

り、来店客数は前年同期比、及び計画対比のいずれにおいても大きく伸長いたしました。また、店舗営業施策

との連動強化の効果もあり、振袖に関する受注高は、期を通して好調に推移し、前年同期比27.9％増となりま

した。
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（写真撮影・オンラインストア）

「写真撮影」関連については、独立店舗型の「写真スタジオクラネ」を全店閉店し、和装店舗内に撮影スタ

ジオを併設する運営体制へ方針転換いたしました。和装店舗とのさらなる連携強化を進めており、当期におい

ては、振袖成約者を中心とした撮影需要の取り込みが進展しております。また、前述の閉店の影響により、売

上高は前年同期比12.1％減となった一方、運営効率の改善、営業利益ベースでは改善いたしました。

「オンラインストア」については、自社サイト運用の改善等により自社サイトへのアクセス数が伸長し、振

袖販売及びレンタルの売上が好調に推移いたしました。また、市場動向や季節需要に応じた商品ラインナップ

の拡充により、振袖以外の和装商品についても堅調に推移し、全体の売上高は前年同期比14.8％増となりまし

た。

 
(受注、販売及び仕入の状況)

(1) 受注状況

　　　受注状況は次のとおりであります。

品目別

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

受注高(千円) 前年対比(％) 受注残高(千円) 前年対比(％)

着物・裏地等 1,364,179 92.9 237,807 76.3

帯 879,210 91.7 56,482 36.8

仕立加工 629,233 109.1 118,868 74.2

和装小物 438,922 111.1 13,949 29.3

宝石 1,084,330 113.6 10,244 11.8

その他 1,021,211 137.3 519,497 159.8

小計 5,417,088 106.3 956,849 88.2

金融収益 127,633 109.8 259,387 83.6

友の会会員値引き等 △17,489 95.0 ― ―

合計 5,527,232 106.4 1,216,236 87.2
 

(注) １　友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金

(お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。

２　受注高には仕立加工等を要しない現金売上高を含んでおります。
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(2) 販売実績

　　　　販売実績の内訳は次のとおりであります。

 
イ　品目別販売実績

 

品目別

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

売上高(千円) 前年同期比(％)

着物・裏地等 1,437,884 112.5

帯 976,236 115.7

仕立加工 670,583 139.9

和装小物 472,571 132.5

宝石 1,161,198 127.5

その他 826,779 115.4

小計 5,545,254 120.9

金融収益 178,478 83.4

友の会会員値引き等 △17,489 95.0

その他 245,356 64.4

合計 5,951,600 115.3
 

(注)　友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金

　　　(お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
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ロ　地域別販売実績

 

地域別

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日) 備考

売上高(千円) 構成比(％) 前年対比(％)

北海道 115,202 2.1 138.3  

東北 149,739 2.7 72.9  

関東 2,537,030 45.8 124.7  

中部 916,761 16.5 126.2  

近畿 596,920 10.8 125.0  

中国 212,977 3.8 131.3  

四国 84,209 1.5 168.8  

九州 276,860 5.0 106.2  

その他 655,553 11.8 112.0  

小計 5,545,254 100.0 120.9  

金融収益 178,478 ― 83.4  

友の会会員値引き等 △17,489 ― 95.0  

その他 245,356 ― 64.4  

合計 5,951,600 ― 115.3  
 

(注) １　地域区分は、販売店舗の所在地によって分類しております。

２　その他は、商品レンタル等であり地域別には分類しておりません。

３　友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金

(お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。

４　売上高構成比は、友の会会員値引き前の金額をもとに算出しております。

 

(3) 商品仕入実績

商品仕入実績は次のとおりであります。

 

品目別

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

仕入高(千円) 比率(％) 前年対比(％)

着物・裏地等 423,068 28.3 79.6

帯 212,350 14.2 80.1

和装小物 147,290 9.9 103.6

宝石 538,554 36.1 149.5

その他 171,829 11.5 100.0

合計 1,493,093 100.0 101.5
 

(注)　上記反物等にかかる仕立加工は全て外注をしており、その金額は当連結会計年度277,850千円であります。
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(2)財政状態

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.5％増加し、5,968百万円となりました。これは、売掛金が291百万

円、商品及び製品が318百万円それぞれ減少したことに加え、短期借入金の返済等による支出があった一方、営業

収入の増加及び新株発行の実施などにより現金及び預金が1,345百万円増加したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて11.1％増加し、2,191百万円となりました。これは、主に建物が206百万

円、投資有価証券が100百万円それぞれ増加し、敷金及び保証金が98百万円減少したことなどによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ12.1％増加し、8,160百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.5％減少し、4,544百万円となりました。これは、主に賞与引当金が65

百万円、契約負債が42百万円増加し、預り金が194百万円、短期借入金が330百万円それぞれ減少したことなどによ

ります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて57.2％増加し、517百万円となりました。これは、主に資産除去債務が

193百万円増加したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、5,061百万円となりました。

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べて56.5％増加し、3,098百万円となりました。これは、新株予約権の行使に

より資本金及び資本準備金がそれぞれ446百万円増加したこと、自己株式の消却により自己株式が74百万円減少し

たこと、また、親会社株主に帰属する当期純利益が221百万円となったことによるものであります。

 
(3) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,352百万円増加し、3,013百万円と

なりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、939百万円の収入（前年同期は268百万円の支出）と

なりました。これは主に税金等調整前当期純利益が253百万円となったこと、売上債権の減少307百万円及び棚卸

資産の減少315百万円等の資金増加要因と、預り金の減少194百万円等の資金減少要因によるものであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、132百万円の支出（前年同期は13百万円の収入）と

なりました。これは主に有形固定資産の取得による支出34百万円、有形固定資産の除却による支出77百万円、投

資有価証券の取得による支出97百万円、敷金の回収による収入103百万円等によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、545百万円の収入（前年同期は554百万円の支出）と

なりました。これは主に、株式の発行による収入890百万円があった一方、短期借入金の純減額330百万円があっ

たこと等によるものであります。

 
(4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しておりま

す。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定

を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５　経理の状況　１連

結財務諸表等　注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載しております。

 

５ 【重要な契約等】

特に記載すべき事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

特に記載すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は26百万円(敷金及び保証金を含む)であり、その主なものは店舗改装等にかかる

費用であります。なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

また、当連結会計年度中の店舗改装等は次のとおりであります。

 

区分 店名 所在地 完了年月

改装
京都きもの友禅
八王子店

東京都八王子市明神町３－20－６
八王子ファーストスクエア　２Ｆ

2025年４月
 

 
２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

 

事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(人)

建物
工具、器具
及び備品

リース資産
ソフト
ウエア

その他無形
固定資産

敷金及び
保証金

投下資本額
合計

本社
(東京都中央区)

事業所 17,938 4,164 0 0 1,980 25,813 49,895 18

合計 17,938 4,164 0 0 1,980 25,813 49,895 18
 

(注) 従業員数には使用人兼務役員及びパートタイマーは含まれておりません。
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(2) 国内子会社

京都きもの友禅株式会社

事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(人)

建物
工具、器具
及び備品

リース資産
ソフト
ウエア

その他無形
固定資産

敷金及び
保証金

投下資本額
合計

北海道地区
札幌店
(札幌市中央区)

店舗 4,453 ― ― ― ― 12,845 17,299 7

東北地区
郡山店
(福島県郡山市)
他１店舗

店舗 8,299 ― ― ― ― 7,106 15,405 10

関東地区
東京本館
(東京都中央区)
他16店舗

店舗 88,361 ― ― ― ― 250,813 339,174 130

中部地区
名古屋店
(名古屋市中区)
他９店舗

店舗 45,235 ― ― ― ― 90,299 135,534 50

近畿地区
梅田店
(大阪市北区)
他３店舗

店舗 17,564 ― ― ― ― 69,005 86,569 32

中国地区
広島店
(広島市中区)
他１店舗

店舗 6,506 ― ― ― ― 14,741 21,247 10

四国地区
高松店
(香川県高松市)

店舗 3,042 ― ― ― ― 7,781 10,824 5

九州地区
天神店
(福岡市中央区)
他２店舗

店舗 14,809 ― ― ― ― 35,601 50,411 14

その他

事業用
資産
 オン
ライン
ストア

0 0 4 ― ― ― 4 59

合計 188,272 0 4 ― ― 488,195 676,472 317

 

(注) １　地域区分は、販売店舗の所在地によって分類しております。

２　従業員数には使用人兼務役員及びパートタイマーは含まれておりません。

 
(3) 在外子会社

該当事項はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

　(1) 重要な設備の新設等

国内子会社

京都きもの友禅株式会社

事業所名
(所在地)

事業所名
(所在地)

投資予定額(千円)
資金調達
方法

着手年月 完了年月

総額 既支払額

ソフト
ウェア

自社システム開発投資等 改修 39,000 33,098 自己資金 2025年１月 2026年12月

 

 
(2) 重要な設備の除却等

事業所名
 (所在地)

区分
除却等の
予定年月

除却損
（千円）

店舗 和装店舗閉店１店舗（兵庫県姫路市） 閉店 2026年６月 ―
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 72,612,000

計 72,612,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 21,614,700 21,614,700
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株
であります。

計 21,614,700 21,614,700 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した第５回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第６回新株予約権は、次のとおりであ

ります。

第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）

決議年月日 2025年８月13日

新株予約権の数（個）※ 31,477

新株予約権のうち自己新株予約権の数（株）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）※

普通株式　3,147,700（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ （注）３、４、５

新株予約権の行使期間※ 2025年９月１日～2028年８月29日（注）６

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）※

（注）３、４、５、７

新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※
割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の
書面による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）８
 

※　当事業年度末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前

月末現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項はありません。

（注）１　本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。

２　新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式（以下、「本株式」という。）とし、その総数は

9,800,000株とする。（本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて

当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数（以
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下「交付株式数」という。）は100株とする。）但し、本項第(２)号乃至第(４)号により交付株式数が調整

される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものと

する。 

(2) 当社が第５項の規定に従って行使価額（第３項第(２)号に定義する。）の調整を行う場合には、交付株式

数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

調整後交付株式数 ＝
調整前交付株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額
 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第５項に定める調整前行使価額及び調整後行使

価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第５項第(２)号及び第(４)号による行使価額の調整に

関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及

びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者（以下「本新株予約権

者」という。）に書面により通知する。但し、第５項第(２)号⑥に定める場合、その他適用日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。 

３　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個につき、行使

価額（第(２)号に定義する。但し、第４項により修正された場合又は第５項によって調整された場合は、

修正後又は調整後の行使価額とする。）に交付株式数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初84.6円とする。

４　行使価額の修正

行使価額は、2025年９月２日（同日を含む。）以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日（以下

「修正日」という。）の属する週の前週の最終取引日（以下「修正基準日」という。）の東京証券取引所（以

下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終

値）の90％に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正基準日価額」という。）が、当該

修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以

降、当該修正基準日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。）。但し、かか

る算出の結果、修正後の行使価額が47.0円（以下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、修正後行使

価額は下限行使価額とする。なお、下限行使価額は、第５項の規定を準用して調整される。なお、「取引日」

とは、東証において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。但し、東京証券取引所において当社普通株式に

関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった場合には、当該日は

本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとする。

５　行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）

により行使価額を調整する。 

 
 
調整後行使

価額

 
 
＝

 
 
調整前行使

価額

 
 
×

既発行株式数 ＋

新株行・

処分株式数
×

１株当たり

の払込金額

時価

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数
 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、

新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。

① 本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、譲渡制限

付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行

し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条

項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換え

に交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株

式交付若しくは合併により交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
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る。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定

日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を行う場合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日

（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は本項第(３)

号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利（但し、当社取締役会の決議に基づく当社若し

くはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する

場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除

く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で請求又

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合

は、その日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行

された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得

請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適

用する。

但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、

当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等に

ついて、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取

得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始

日」という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得

請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出

してこれを適用する。

④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換

えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額

の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通株

式数が、(i)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使

価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式

を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えない

場合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、本⑤において「取得価

額等」という。）の下方修正等が行われ（本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除

く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修

正日」という。）における本項第(３)号②に定める時価を下回る価額になる場合

(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていな

い場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修

正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使

価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額

等修正日の翌日以降これを適用する。

(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に

行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点

の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(３)号⑥に定

める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(３)号③に定める既発行株式

数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処
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分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降こ

れを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額

は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当

社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承

認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予

約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数 ＝
(調整前行使価額　－　調整後行使価額) ×

調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数

調整後行使価額
 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価

額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用し

て算出するものとする。

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第(２)号⑥の場合は基

準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値（当

該30取引日のうち終値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与え

るための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の

行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

を加えるものとする。

④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準

日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないもの

とする。

⑤ 本項第(２)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(２)号③における新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）か

ら、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社

普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数

で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における１株当たり

の払込金額とする。

⑥ 本項第(２)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日

における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数と

し、(i)（本項第(２)号④においては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

（但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされ

た当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び当該取得条項付株式

等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)（本項第(２)号⑤に

おいては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみ

なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行使価額の調整

前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付

株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる

当社普通株式の株式数を加えるものとする。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引
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いた額を使用する。

(4) 本項第(２)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。

③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とする場合。

④ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第４項に基づく行使

価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合

も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調

整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により

通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれ

を行う。

６　本新株予約権を行使することができる期間

2025年９月１日から2028年８月29日までの期間（以下「行使期間」という。）とする。但し、当社普通株式

に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株

予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京における銀行の営業日（土曜日、日曜日、東京にお

ける法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されて

いる日を除く。以下同じ。）をいう。

７　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等

増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

８　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不

要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定

に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額

で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結

若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若

しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本

法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられる

こととなるものをいう。

「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含

む。）の50％以上、又は、発行済の持分の50％以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシッ

プ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社を

いう。

９　本修正型新株予約権の行使請求の方法

(1) 本修正型新株予約権を行使しようとする場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受

付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知す

るものとします。

(2) 本修正型新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本修正型新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3) 本修正型新株予約権の行使の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場

所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本修正型

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生するも

のとします。

10　行使請求受付場所
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三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

11　払込取扱場所

株式会社りそな銀行　新都心営業部

12　新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。

13　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す

るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

14　本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結する予定の取り決め内容

該当事項はありません。

15　当社の株券の売買について割当先との間で締結する予定の取り決めの内容

該当事項はありません。

16　当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取り決めの内容

該当事項はありません。

17　その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 
第三者割当による第６回新株予約権

決議年月日 2025年８月13日

新株予約権の数（個）※ 39,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（株）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）※

普通株式　3,900,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ （注）２、３、４

新株予約権の行使期間※ 2025年９月１日～2028年８月29日（注）５

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）※

（注）２、３、４、６

新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※
割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の
書面による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）７
 

※　当事業年度末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。なお、2026年３月18日開催の取締役会に

おいて、残存する全ての新株予約権の取得及び消却について決議し、2026年４月20日付で全ての新株予約権を取

得及び消却いたしました。詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　（注記事

項）　重要な後発事象」に記載のとおりであります。

（注）１　新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式（以下、「本株式」という。）とし、その総数は

3,900,000株とする。（本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて

当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数（以

下「交付株式数」という。）は100株とする。）但し、本項第(２)号乃至第(４)号により交付株式数が調整

される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものと

する。

(2) 当社が第５項の規定に従って行使価額（第３項第(２)号に定義する。）の調整を行う場合には、交付株式

数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式数 ＝
調整前交付株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額
 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第５項に定める調整前行使価額及び調整後行使

価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第５項第(２)号及び第(４)号による行使価額の調整に

関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及
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びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者（以下「本新株予約権

者」という。）に書面により通知する。但し、第５項第(２)号⑥に定める場合、その他適用日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。

２　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個につき、行使

価額（第(２)号に定義する。但し、第５項によって調整された場合は、調整後の行使価額とする。）に交

付株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初112.8円とする。

３　行使価額の修正

行使価額は、修正されないものとする。

４　行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）

により行使価額を調整する。

 
 
調整後行使

価額

 
 
＝

 
 
調整前行使

価額

 
 
×

既発行株式数 ＋

新発行・

処分株式数
×

１株当たり

の払込金額

時価

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数
 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、

新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。

① 本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、譲渡制限

付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行

し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条

項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換え

に交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株

式交付若しくは合併により交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定

日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を行う場合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日

（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は本項第(３)

号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利（但し、当社取締役会の決議に基づく当社若し

くはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する

場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除

く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で請求又

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合

は、その日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行

された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得

請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適

用する。
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但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、

当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等に

ついて、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取

得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始

日」という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得

請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出

してこれを適用する。

④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換

えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額

の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通株

式数が、(i)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使

価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式

を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えない

場合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤ 取得請求権付株式等（但し、京都きもの友禅ホールディングス第５回新株予約権を除く。）の発行条件

に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、本⑤において「取得価額等」という。）の下方修正等

が行われ（本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後

の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における本項第(３)

号②に定める時価を下回る価額になる場合

(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていな

い場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修

正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使

価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額

等修正日の翌日以降これを適用する。

(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に

行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点

の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(３)号⑥に定

める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(３)号③に定める既発行株式

数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処

分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降こ

れを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額

は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当

社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承

認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予

約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数 ＝
(調整前行使価額　－　調整後行使価額) ×

調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数

調整後行使価額
 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価

額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用し

て算出するものとする。

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第(２)号⑥の場合は基

準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値（当

該30取引日のうち終値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。
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③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与え

るための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の

行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

を加えるものとする。

④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準

日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないもの

とする。

⑤ 本項第(２)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(２)号③における新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）か

ら、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社

普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数

で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における１当たりの

払込金額とする。

⑥ 本項第(２)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日

における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数と

し、(i)（本項第(２)号④においては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

（但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされ

た当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び当該取得条項付株式

等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)（本項第(２)号⑤に

おいては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみ

なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行使価額の調整

前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付

株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる

当社普通株式の株式数を加えるものとする。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引

いた額を使用する。

(4) 本項第(２)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。

③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とする場合。

④ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調

整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により

通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれ

を行う。

５　本新株予約権を行使することができる期間

2025年９月１日から2028年８月29日までの期間（以下「行使期間」という。）とする。但し、当社普通株式

に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株

予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京における銀行の営業日（土曜日、日曜日、東京にお

ける法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されて

いる日を除く。以下同じ。）をいう。

６　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ
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の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等

増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

７　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不

要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定

に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額

で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結

若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若

しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本

法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられる

こととなるものをいう。

「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含

む。）の50％以上、又は、発行済の持分の50％以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシッ

プ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社を

いう。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）

 
中間会計期間

(2025年10月１日から
2026年３月31日まで)

第55期
(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価
額修正条項付新株予約権付社債券等の
数(個)

45,014 66,523

当該期間の権利行使に係る交付株式数
(株)

4,501,400 6,652,300

当該期間の権利行使に係る平均行使価
額等(円)

142 144

当該期間の権利行使に係る資金調達額
(千円)

645,860 890,300

当該期間の末日における権利行使され
た当該行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等の数の累計(個)

― 66,523

当該期間の末日における当該行使価額
修正条項付新株予約権付社債券等に係
る累計の交付株式数(株)

― 6,652,300

当該期間の末日における当該行使価額
修正条項付新株予約権付社債券等に係
る累計の平均行使価額等(円)

― 144

当該期間の末日における当該行使価額
修正条項付新株予約権付社債券等に係
る累計の資金調達額(千円)

― 890,300

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年６月24日(注)１ ― 15,498,200 △1,115,949 100,000 ― 304,000

2022年６月30日(注)２ △3,000,000 12,498,200 ― 100,000 ― 304,000

2024年８月30日～
2024年12月16日(注)３

2,800,000 15,298,200 96,013 196,013 96,013 400,013

2025年９月30日(注)２ △335,800 14,962,400 ― 196,013 ― 400,013

2025年９月１日～
2026年３月25日(注)４

6,652,300 21,614,700 446,680 642,693 446,680 846,693
 

(注)１　2022年６月24日開催の定時株主総会決議により、今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするた

め、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金の額が1,115,949千円

（減資割合91.8％）減少し、100,000千円となっております。

　　２　自己株式の消却による減少であります。

　　３　第三者割当に伴う新株発行による増加であります。

　　発行価格　　43円

　　資本組入額　21.5円

　　割当先　　　三田証券株式会社

　　４　第三者割当に伴う新株発行による増加であります。

　　発行価格　　46円

　　資本組入額　23円

　　割当先　　　Cantor Fitzgerald Europe
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(5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 22 52 28 79 11,958 12,141 ―

所有株式数
(単元)

― 3,269 22,317 12,267 11,086 798 166,242 215,979 16,800

所有株式数
の割合(％)

― 1.5 10.3 5.7 5.1 0.4 77.0 100.0 ―
 

(注)　自己株式915,136株は、「個人その他」に9,151単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ナガホリ 東京都台東区上野１丁目15番３号 800,000 3.86

楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６番21号 513,900 2.48

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 511,085 2.47

小　山　　忠　人 長野県長野市 486,000 2.35

BNYM SA／NV FOR BNYM FOR BNY
GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD
（常任代理人　株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行）

ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP
UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内１丁目４番５号）

464,468
2.24
 

久　保　田　　正　明 神奈川県小田原市 380,000 1.84

河　村　　英　博 岐阜県羽島市 353,100 1.71

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10号 326,500 1.58

橋　本　　正　人 東京都新宿区 280,000 1.35

NOMURA INTERNATIONAL PLC A／C
JAPAN FLOW
（常任代理人　野村證券株式会
社）

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED
KINGDOM
（東京都中央区日本橋１丁目13－１）

267,495 1.29

計 ― 4,382,548 21.17
 

(注）上記のほか当社所有の自己株式915,136株があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 915,100
 

─ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,682,800
 

206,828 ─

単元未満株式 普通株式 16,800
 

─ 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 21,614,700 ─ ─

総株主の議決権 ─ 206,828 ─
 

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社京都きもの友禅
ホールディングス

東京都中央区日本橋
大伝馬町14番１号

915,100 ― 915,100 4.2

計 ― 915,100 ― 915,100 4.2
 

（注）１　上記の他、単元未満株式が36株あります。なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「単元未満株式」の

欄に含まれております。

 
２ 【自己株式の取得等の状況】

　
【 株 式 の 種 類
等】　

会社法第155条第７号による普通株式の取得

 

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 50 5,550

当期間における取得自己株式 50 6,350
 

(注)　当期間における取得自己株式には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含めておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 335,800 74,547,600 ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他（ ― ） ― ― ― ―

保有自己株式数 915,136 ― 915,186 ―
 

（注）当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による

取得、単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式は含めておりません。

 
３ 【配当政策】

当社グループは、経営の効率化を通じて収益の向上を図り、その成果として得られた利益については、将来の事業

展開に伴う資金需要を総合的に勘案し、株主の皆様へ安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としておりま

す。

当社グループは、会社法第459条第１項各号の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決

議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当につきましては、定時株主総会

決議に基づき実施することとしております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり1円50銭を2026年６月24日開催予定の

定時株主総会で決議して実施する予定であります。

内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実及び財務体質の改善のため役立てることに努めてまいりま

す。

 
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

2026年６月24日
定時株主総会決議（予定）

31,049 1.5
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。

取締役の人数については適正な規模を維持し、円滑な意思疎通と効率的な経営判断を可能とする体制を整えて

おります。また、2025年度より女性取締役２名を新たに選任し、多様な視点を経営に取り入れることで、意思決

定の質と取締役会の監督機能の向上を図っております。

また、経営状況に関する積極的な情報開示にも取り組み、社外からの多様な意見も柔軟に取り入れることで、

透明性のある経営を推進しております。さらに、監査等委員会設置会社として、独立した外部の視点を活かした

チェック体制の強化にも取り組んでおります。

今後もこの基本方針を踏まえ、企業価値の向上とともに、顧客・株主・取引先・従業員を含むすべてのステー

クホルダーの利益最大化を目指してまいります。

 
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

（コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由）

当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は、取締役の職務執行

の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体

制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることであり、これにより当社の持続的成長

と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総

会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。

 

 

当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役３名、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役

３名）で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月１回定期開催し、当社

グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、

経営環境の変化に対応できる体制をとっております。

また、当社は、コーポレート・ガバナンスを強化し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入し

ております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成され、原則として毎月１回以上

開催いたします。取締役の職務状況を客観的立場で監査すると共に、重要な書類の閲覧を行う等、業務の適法性

や公正性の検証等を実施し、内部監査室や会計監査人とも連携し、経営監視機能の充実に努めております。

また、当社では、取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性及び客観性を担保し、コーポレート・ガバナン

ス体制をより一層充実させるため取締役会の諮問機関として、任意の委員会であるグループ指名・報酬委員会を
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設置しております。本委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上で構成し、その過半数は独立社外

取締役とします。なお、委員長は社外取締役が務めております。

 
③　企業統治に関するその他の事項

（内部統制システムの整備の状況）

取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査等を軸に経営監視体制を構築しております。ま

た、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状

況の評価を行う他、業務活動が社内諸規程に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に

監査し、その結果を取締役会並びに監査等委員会に報告することとしております。内部監査室は改善事項の指摘

及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとして

おります。

 
（リスク管理体制の整備の状況）

法的規制等のリスクについては、総務人事部が主体となって管理しており、必要に応じて顧問弁護士等のアド

バイスを受けながら関連部署との連携を密にし、規制・規程の整備を行っております。

損失の危険の管理については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を社内に設置し、定期的に当社グ

ループが抱える諸リスクの審議を行っております。

 

（提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況）

子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、業務執行の状況を把握

できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。

 

（取締役の定数）

当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内

とする旨を定款で定めております。

 

（取締役の選任の決議要件）

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

（自己の株式の取得）

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行する

ことを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得する

ことができる旨を定款で定めております。

 

（剰余金の配当等）

当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令

に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。

 

（取締役の責任免除）

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者

を含む。) 及び監査役であった者の会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合

は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定め

ております。
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（株主総会の特別決議要件）

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款

で定めております。

 

（責任限定契約）

当社は会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の額の合

計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の

遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 
（役員等賠償責任保険契約）

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者

の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費

用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。

当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社

が負担しております。

 
④　取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を原則月１回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとお

りであります。

氏名 開催回数 出席回数

　浅香　竜也 16回 16回

　服部　雅親 16回 16回

　橋本　和之 16回 16回

　有川　勉 16回 16回

　辻　友崇 ３回 ３回

　細川　大輔 ３回 ３回

　宮澤　佐和子 13回 13回

　漆原　梢 13回 13回
 

（注）１　上記の取締役会のほか、会社法第370条に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２

回ありました。

２　辻友崇及び細川大輔は2025年６月25日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任しておりま

す。

３　宮澤佐和子及び漆原梢は2025年６月25日開催の第54期定時株主総会での就任後に開催された取締役

会の開催回数・出席回数を記載しております。

 
取締役会において、取締役会規則及び本規則内付議基準に基づき、法令等に定める重要事項及び当事業年度に

おける経営に関する意思決定を行っております。また、月次業績及び年度経営計画の進捗確認、当社を取り巻く

事業環境の変化及びリスクに関する情報共有、新規事業及び業務提携の検討、並びに自己株式取得等の資本政策

実施に向けた協議など、中長期的な企業価値向上に向けた幅広い協議・検討を行っております。
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⑤　グループ指名・報酬委員会の活動状況

当事業年度において指名・報酬委員会を２回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであ

ります。なお、指名・報酬委員会は2026年３月25日付でグループ指名・報酬委員会へ改組いたしました。

氏名 開催回数 出席回数

　有川　勉 ２回 ２回

　宮澤　佐和子 ２回 ２回

　漆原　梢 ２回 ２回

　浅香　竜也 ２回 ２回
 

 
グループ指名・報酬委員会では、主に、役員の選解任、報酬方針・報酬水準、役員評価、後継者計画及び経営

人材の登用・育成に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性4名　女性2名　（役員のうち女性の比率33.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役社長 浅　香　竜　也 1976年11月4日

2001年４月 東京通運㈱（現 SBSロジコム

㈱）入社

2005年３月 トーセイ㈱入社

2010年７月 ㈱曽我入社

2014年６月 ㈱エポックジャパン（現　㈱き

ずなホールディングス）入社

2017年６月 当社入社

2018年４月 当社総務人事部長就任

2019年10月 執行役員総務人事部長就任

2021年10月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役

就任

2022年４月 当社執行役員経営管理本部長兼

総務人事部長就任

2023年４月 執行役員管理本部長兼経営管理

部長兼総務人事部長就任

2023年６月 取締役管理本部長兼経営管理部

長兼総務人事部長就任

京都きもの友禅㈱取締役就任

2024年４月 当社常務取締役管理本部長兼経

営管理部長兼総務人事部長就任

2024年６月 代表取締役社長管理本部長兼経

営管理部長兼総務人事部長就任

2025年３月 代表取締役社長管理本部長就任

（現）

2026年４月 京都きもの友禅㈱代表取締役社

長就任（現）

㈱京都きもの友禅友の会代表取

締役社長就任（現）

(注)２ 18,900

常務取締役 橋　本　和　之 1977年２月５日

2000年３月 当社入社

2010年４月 営業一部長

2013年４月 営業副本部長兼営業一部長就任

2013年６月 取締役営業副本部長兼営業一部長

就任

2015年４月 取締役営業副本部長兼営業一部長

兼営業二部長就任

2017年５月 取締役営業部長就任

2019年５月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就

任

2019年６月 当社常務取締役就任

2021年４月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長

就任

2023年４月 当社専務取締役就任

京都きもの友禅㈱代表取締役社長

戦略本部長就任

㈱京都きもの友禅友の会代表取締

役社長就任

2024年４月 当社常務取締役就任（現）

京都きもの友禅㈱取締役営業本部

長就任

2026年４月 京都きもの友禅㈱常務執行役員営

業本部長兼商品本部長就任（現）

(注)２ 27,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役 服　部　雅　親 1959年11月29日

1982年４月 かざん㈱入社

1990年９月 ㈲西日本和裁(現 ㈱プルミエー

ル)入社

1995年12月 当社入社

2003年６月 営業三部長就任

2005年６月 取締役営業三部長就任

2007年５月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就

任

2007年６月 当社専務取締役営業本部長就任

2010年６月 代表取締役専務営業本部長就任

2011年５月 ㈱京都きもの友禅友の会代表取締

役社長就任

2011年６月 当社代表取締役社長兼営業本部長

就任

2013年４月 代表取締役社長就任

 
2015年６月 代表取締役社長兼管理本部長就任

2017年５月 代表取締役社長兼営業本部長就任

2019年６月 代表取締役社長就任

2019年10月 代表取締役社長マーケティング本

部長就任

2021年４月 代表取締役社長就任

2021年４月 京都きもの友禅㈱取締役会長就任

2021年10月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就

任

2024年４月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長

兼戦略本部長兼商品本部長就任

2024年６月 当社常務取締役就任

2025年３月 取締役就任（現）

2025年４月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長

商品本部長就任

(注)２ 51,100

 

取締役
監査等委員
（常勤）

有　川　勉 1955年４月18日

1981年４月 ㈱東京オールスタイル入社

1989年10月 センチュリー監査法人（現 EY新

日本有限責任監査法人）入所

1993年８月 公認会計士登録

2009年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY

新日本有限責任監査法人）パー

トナー

2017年11月 有川公認会計士事務所開業

㈱スペースエージェンシー（非

常勤）顧問

2018年６月 ㈱コア社外取締役（監査等委

員）

2019年５月 ㈱京都きもの友禅友の会監査役

就任（現）

2019年６月 当社社外監査役就任

2020年６月 社外取締役（常勤監査等委員）

就任（現）

2021年４月 京都きもの友禅㈱監査役就任

（現）

(注)３ ―

取締役
監査等委員

宮澤　佐和子 1970年９月12日

2004年８月 ㈱モバイルテクノ総務部経理課入

社

2005年９月 沖電気工業㈱経理部出向

2007年２月 EY新日本有限責任監査法人入所

2011年10月 公認会計士登録

2021年４月 赤坂有限責任監査法人入所（現）

2025年６月 社外取締役（監査等委員）就任

（現）

2026年６月 ㈱アールシーコア監査役就任

（現）

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役
監査等委員

漆　原　梢 1974年10月27日

2008年12月 弁護士登録

石井法律事務所入所

2011年12月 長島法律事務所入所

2013年12月 川口市復職等判定委員会委員

2019年10月 さいたま市財産評価委員会委員

（現）

2022年９月 さいたま家庭裁判所家事調停官

（現）

2024年６月 みそら法律事務所開設（現）

2025年６月 当社社外取締役（監査等委員）就

任（現）

2026年６月 いるま野農業協同組合監事就任

（現）

(注)３ ―

計 97,000
 

(注) １　取締役　有川勉、宮澤佐和子、漆原梢は、監査等委員である社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026

年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、有川勉については2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026

年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、宮澤佐和子、漆原梢については2025年３月期に係る定時

株主総会終結の時から、2027年３月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 
②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役は３名）であります。

社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役３名は独立性が疑われるよう

な属性等は存在しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定してお

ります。

社外取締役（監査等委員）有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査

等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役（監査等委員）宮澤佐和子は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから

監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役（監査等委員）漆原梢は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委

員である社外取締役に選任しております。

なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあ

たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 
③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

社外取締役による助言・提言又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携としては、

監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われてお

ります。また、監査等委員である取締役は取締役会等において、適宜情報の共有及び意見交換を行っておりま

す。
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(3) 【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会監査は、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施

いたします。なお、監査等委員である取締役有川勉及び宮澤佐和子は、公認会計士の資格を有しており、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査の連携として、取締役会の報告事項には内部監査報告が含まれており、内部監査年度計画に沿って実施

した監査結果、月次監査事項での問題点、及び臨店状況等が報告され、監査等委員である取締役より意見及び

指導がなされております。

会計監査人から監査等委員会に対しては、通常の報告及び説明がなされる他、期中監査の際などに別途、情

報の共有及び意見交換を行っており、問題点等が発生した場合には迅速に対応出来る連携状況となっておりま

す。

当事業年度においては、監査等委員会を13回（原則月１回）開催しており、個々の監査等委員の出席状況は

以下のとおりであります。

 
氏　名 開催回数 出席回数

　有川 勉 13回 13回

　辻 友崇 ３回 ３回

　細川 大輔 ３回 ３回

　宮澤 佐和子 10回 10回

　漆原 梢 10回 10回
 

（注）１　辻友崇及び細川大輔は2025年６月25日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任しておりま

す。

２　宮澤佐和子及び漆原梢は2025年６月25日開催の第54期定時株主総会での就任後に開催された取締役

会の開催回数・出席回数を記載しております。

 
監査等委員会では、監査計画の策定、監査報告書の作成及び提出や、経営の妥当性、効率性、コンプライア

ンス、会計監査人の評価等を実施し、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。

また、常勤監査等委員の活動として、重要な経営会議への出席や、リスク管理の観点での店舗往査、内部監

査部門の実施する内部監査の報告を受け、経営状況、リスク管理状況等について確認をしております。

 
②　内部監査の状況

当社の内部監査は、専任１名の内部監査室が「内部監査規程」に基づき、関係会社及び、国内にある複数の

店舗往査など業務の適正性監査を実施するとともに、年間監査計画によるテーマ監査などを実施し、内部統

制・体制の適切性や有効性を定期的に検証しております。これら内部監査結果は問題点の改善、是正に関する

提言を付して取締役会に報告するほか、監査等委員会へ報告をしております。

なお、内部監査室は「内部統制基本方針書」並びに「リスク管理規程」に基づき内部統制システム・プロセ

スの整備・運用に関する評価も行っており、適宜監査等委員である取締役、会計監査人へ報告及び意見交換を

行い、常に内部統制システムの向上に努めております。

 
③　会計監査の状況

ａ.　監査法人の名称

Mooreみらい監査法人

 
ｂ.　継続監査期間

３年間

 
ｃ.　業務を執行した公認会計士

小泉 淳

佐藤 豊毅

 

EDINET提出書類

株式会社京都きもの友禅ホールディングス(E03320)

有価証券報告書

40/93



 

ｄ.　監査業務に係る補助者の構成

当期における同監査法人の当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他２名であります。

 
ｅ.　監査法人の選定方針と理由

当社の監査法人の選定方針は、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性等を考慮し、決定

しております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を

株主総会に提出いたします。

当社の監査法人を選定した理由につきましては、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘

案した結果、当社の会計監査を適正に遂行できると判断したためであります。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 
ｆ.　監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会において会計監査人の評価を行い、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制等を検

討し、適切な監査を行っていると評価しております。

 
④　監査報酬の内容等

ａ． 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 27,300 ― 25,000 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 27,300 ― 25,000 ―
 

 
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

 
ｂ．　監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

 
ｃ．　その他重要な報酬の内容

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

 

ｄ．　監査報酬の決定方針

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定し

ております。

 
ｅ．　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人

の監査計画や監査の実施状況等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同

意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決

定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてグループ指

名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。当該決定方針の内容は、以下のとおりです。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと、株主との一層の価値共有

を進めることのできる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた従業員

とのバランスや他社水準を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬

は、固定報酬（月額報酬）と譲渡制限付株式による株式報酬（非金銭報酬等）によって構成する。監査

等委員である取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととす

る。

b. 固定報酬（月額報酬）

取締役の固定報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、同業他社、当社と同規模の役位別取

締役報酬額に関する情報、および当年度の会社業績を勘案し、役位、職責に応じて決定する。

固定報酬と譲渡制限付株式報酬の比率は、100対15～25を目安とする。

業績の年度計画に対し、著しく未達が起きている状況など、著しい業績不振の場合には、各取締役

（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、固定報酬の自主返納を要請する、又は、

グループ指名・報酬委員会の審議および取締役会への答申を経て、取締役会の決議により減額する場合

がある。

c. 株式報酬（非金銭報酬等）

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、株主総会で決議した報酬枠の範

囲内で、直接交付型株式報酬として、割当を受けた日より対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役

のいずれの地位からも退任するまでの期間を譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を付与することができ

る。

d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、総務人事部長が、株主総会で決議された取締役報酬枠の範囲内で同業他

社等の情報収集および当年度の会社業績を勘案し、従業員の報酬決定後、株主総会の招集に係る取締役

会開催日までに個人別の報酬案を策定する。代表取締役社長は、当該策定された報酬案を確認のうえ、

グループ指名・報酬委員会に諮問する。グループ指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とする

構成において当該報酬案を審議し、必要に応じて修正のうえ、その結果を取締役会に答申する。代表取

締役社長は、当該答申に加え、監査等委員会に対しても取締役会に諮る前に取締役の個別報酬に関して

説明を行い、監査等委員会からの意見聴取及び同意を得る。取締役会は、グループ指名・報酬委員会の

答申を踏まえ、①固定報酬、②株式報酬それぞれの金額に関して決定する。

 
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決

定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、グループ指名・報酬委員会からの答申内

容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年６月24日であり、決議の内容は、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度年額は200,000千円（うち、社外取締役分は30,000

千円）、監査等委員である取締役の報酬限度年額は40,000千円であります。当該株主総会終結時点の取

締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は４名（うち、社外取締役は１名）、監査等委員であ

る取締役の員数は３名です。

また、2020年６月24日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役

及び社外取締役を除く。）を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると

ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を

決議いたしました。

その総額は、年額15,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内としております。当該株主総会終

結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は、３名であります。ま

た、本制度による当社の普通株式（以下「本株式」といいます。）の発行又は処分に当たっては、当社

EDINET提出書類

株式会社京都きもの友禅ホールディングス(E03320)

有価証券報告書

42/93



と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①対象取締役は、本割当契約

により割当を受けた日より当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監

査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する日までの

期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が

生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結

されることを条件といたします。

 
②　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役
 (監査等委員及び社外取
締役を除く)

39,344 36,600 ― 2,744 3

監査等委員
(社外取締役を除く)

― ― ― ― ―

社外役員 8,520 8,520 ― ― 5
 

(注) 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。

 
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株

式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的、それ以外を純投資

目的以外の目的と区分しております。

 
②　提出会社における株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会

社）である当社については以下のとおりであります。

 
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

 当社は、純投資目的以外の政策保有株式について、保有しないことを原則としておりますが、取引関係の

維持・強化や事業戦略上の必要性、中長期的な企業価値向上への寄与等を総合的に勘案し、保有する合理性が

認められる場合に限り、所定の手続きに基づき、取得・保有することとしております。

政策保有株式については、保有の意義が希薄と考えられるものについては順次縮減していくという基本方針

のもと、毎月末の時価評価額及び評価差額を把握・確認するとともに、取引実績、将来の取引見通し、受取配

当、株価変動リスク及び資本コストとの比較等を総合的に検証の上、その保有意義・合理性について取締役会

で定期的に確認することとしております。
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ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 1 100,373
 

 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 1 97,458 取引関係の強化
 

 
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

㈱ナガホリ
50,000 ― 主要な商品仕入先の一つであり、良

好な関係維持を図るため保有してお
ります。

有
100,373 ―

 

(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は「ａ．保有方針及び保有の合理性を

検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法により

検証しております。

 
(ロ) 保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

当社グループは、人的資本の強化を重要な経営課題と位置づけております。当社のMission「記憶に、そして心

に。」のもと、店舗人材、本社、管理職、経営人材を含めた全社的な育成、適正配置及びマネジメント力の向上を

図ることで、人的資本の強化を図り、組織全体の生産性と実行力の向上を目指していくことを基本方針としており

ます。

そのために、当社グループでは、社員が個々の能力を最大限活かすことができる職場環境整備のため、積極的に

働き方改革を実施しております。具体的には、テレワーク運用やフレックスタイム制度を導入することで働きやす

い環境づくりに取り組んでおります。さらに、育児短時間勤務期間の延長、介護等による勤務形態を選択できる制

度や家族の事情による休暇に対する休日付与制度を創設し、社員が長く、フレキシブルに働くことができる環境を

醸成し社員エンゲージメントの向上を図っております。

また、当社グループにおける従業員の給与その他の給付の額及び内容については、基本給に加え、個人業績に連

動したインセンティブ報酬及び会社業績に連動した賞与で構成されており、市場水準や同業他社の報酬動向等を踏

まえ、適正な報酬水準を設定しております。

当社グループは、当期に策定したMission「記憶に、そして心に。」を、当社グループの存在意義及び判断・行動

の基準と位置づけております。当社グループが営む和装事業は、お客様の人生の節目に深く関わる事業であり、商

品そのものの品質に加え、接客、提案、顧客理解及びアフターフォロー等を担う人材の力が、企業価値の源泉であ

ると認識しております。このため、当社グループは、人的資本の強化を中長期的な企業価値向上のための重要な経

営課題と位置づけ、店舗人材、本社人材、管理職及び次世代経営人材の育成、適正配置並びにマネジメント力の向

上に取り組んでおります。特に、主力事業である振袖販売及びレンタルにおいては、来店から成約、前撮り、納品

後のフォローに至るまでの顧客接点全体における販売品質の向上が重要であり、商品知識、接客技術及び顧客対応

力の向上に資する教育体制の整備を進めております。

また、当社グループは、きものを単なる商品としてではなく、お客様やご家族の記憶とともに受け継がれる価値

を有するものと捉えております。その価値をお客様に適切にお伝えし、人生の節目に寄り添う提案を行うために

は、社員一人ひとりの専門性、接客技術及び人間性の向上が不可欠であると考えております。

社員一人ひとりが安心して長く働き、自らの能力を発揮できる職場環境の整備は、持続的な成長の基盤でありま

す。当社グループは、性別や年齢にかかわらず、能力、経験及び意欲を重視した人材登用を推進するとともに、女

性社員が多数在籍する事業特性を踏まえ、女性管理職の登用、育児・介護等と仕事の両立支援及び柔軟な働き方の

整備等に取り組んでおります。

従業員の給与等については、各人の職責、役割、能力、経験、業績への貢献度、評価結果及び会社業績等を総合

的に勘案して決定しております。今後も、社員の成長意欲及び定着につながる処遇制度の整備を進めるとともに、

販売品質の向上、組織全体の生産性向上及び持続的な企業価値向上に資する人材戦略を推進してまいります。

なお、人材の育成及び社内環境整備に関する具体的な取組並びに当該方針に関する指標の内容及び実績について

は、「第２ サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。

 

(2) 【従業員の状況】

① 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

和装事業 317[29]

全社（共通） 18[－]

計 335[29]
 

(注) １　連結子会社である株式会社京都きもの友禅友の会は、営業活動並びに事務処理等全て提出会社に委託してお

り、従業員はおりません。

２　従業員は就業人員であり、定時社員は[　]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。

３　全社（共通）は、経営管理部門の従業員数であります。
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② 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

18[－] 43.7 13.9 3,733 △4.4
 

 

セグメントの名称 従業員数(人)

全社（共通） 18[－]

計 18[－]
 

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

　　 ２　従業員は就業人員であり、定時社員は［　］内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 
③ 最大人員会社の状況

当事業年度における従業員数が最も多い会社

京都きもの友禅㈱

 

従業員数(名) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

317[29] 51.8 16.3 3,803 0.58
 

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

　　 ２　従業員は就業人員であり、定時社員は［　］内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 
④ 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 
⑤ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

イ　提出会社

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の割合
(％)(注１)

男性労働者の
育児休業取得率
（％）(注２)

労働者の男女の
賃金の差異(％)(注１、３)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

57.1 0.0 64.2 65.7 0.0
 

(注) １　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２　「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３　労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出しております。

 
ロ　主要な連結子会社

当事業年度

名称
管理職に占める
女性労働者の割合
(％)(注１)

男性労働者の
育児休業取得率
（％）(注２)

労働者の男女の
賃金の差異(％)(注１、３)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

京都きもの友禅
株式会社

31.6 0.0 59.1 58.1 69.8
 

(注) １　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２　「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３　労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、Mooreみらい監査法

人により監査を受けております。　

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。会計基準等の内容

を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該法人や監査法人等が行う研

修へ参加しております。

 

EDINET提出書類

株式会社京都きもの友禅ホールディングス(E03320)

有価証券報告書

47/93



１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※1  1,668,196 ※1  3,013,682

  売掛金 2,038,418 1,746,721

  商品及び製品 1,057,719 738,935

  貯蔵品 26,922 30,681

  前払費用 422,490 399,036

  その他 91,255 39,699

  流動資産合計 5,305,001 5,968,757

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 99,130 305,977

    減価償却累計額 △99,130 △99,766

    建物（純額） 0 206,211

   その他 190,825 195,359

    減価償却累計額 △190,820 △191,190

    その他（純額） 5 4,168

   有形固定資産合計 6 210,379

  無形固定資産 0 1,980

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 100,373

   繰延税金資産 － 9,100

   差入保証金 1,355,250 1,355,250

   敷金及び保証金 612,964 514,008

   その他 3,438 212

   投資その他の資産合計 1,971,653 1,978,944

  固定資産合計 1,971,659 2,191,304

 資産合計 7,276,661 8,160,061
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 109,780 130,964

  短期借入金 ※1,※2  580,530 ※1,※2  250,000

  リース債務 16,355 4,500

  未払法人税等 15,983 50,051

  前受金 1,199,501 1,194,992

  預り金 2,187,326 1,992,447

  賞与引当金 26,360 91,945

  前受収益 310,232 259,387

  資産除去債務 91,599 8,922

  契約負債 168,121 211,024

  その他 262,443 350,154

  流動負債合計 4,968,233 4,544,388

 固定負債   

  リース債務 9,873 5,630

  株式給付引当金 1,554 －

  資産除去債務 317,689 511,583

  固定負債合計 329,116 517,214

 負債合計 5,297,350 5,061,602

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 196,013 642,693

  資本剰余金 560,305 1,006,986

  利益剰余金 1,953,927 2,100,793

  自己株式 △730,935 △656,393

  株主資本合計 1,979,310 3,094,078

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 － 1,996

  その他の包括利益累計額合計 － 1,996

 新株予約権 － 2,383

 純資産合計 1,979,310 3,098,459

負債純資産合計 7,276,661 8,160,061
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 ※1  5,161,206 ※1  5,951,600

売上原価 ※2  2,133,493 ※2  2,293,997

売上総利益 3,027,713 3,657,602

販売費及び一般管理費 ※3  3,762,437 ※3  3,398,567

営業利益又は営業損失（△） △734,724 259,035

営業外収益   

 受取利息 867 3,211

 受取手数料 2,600 1,416

 債務免除益 1,181 －

 雑収入 1,893 2,109

 営業外収益合計 6,543 6,737

営業外費用   

 支払利息 15,784 4,772

 支払手数料 2,000 －

 雑損失 1,113 2,770

 営業外費用合計 18,898 7,542

経常利益又は経常損失（△） △747,079 258,230

特別損失   

 固定資産除却損 ※4  3,108 －

 減損損失 ※5  150,047 －

 賃貸借契約解約損 9,217 4,232

 特別損失合計 162,374 4,232

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△909,453 253,998

法人税、住民税及び事業税 13,652 42,604

法人税等調整額 － △10,019

法人税等合計 13,652 32,585

当期純利益又は当期純損失（△） △923,106 221,413

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

△923,106 221,413
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △923,106 221,413

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 － 1,996

 その他の包括利益合計 － ※1  1,996

包括利益 △923,106 223,409

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △923,106 223,409

 非支配株主に係る包括利益 － －
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 100,000 464,292 2,877,034 △730,935 2,710,390 2,710,390

当期変動額       

新株の発行 96,013 96,013   192,026 192,026

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △923,106  △923,106 △923,106

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
     －

当期変動額合計 96,013 96,013 △923,106 － △731,080 △731,080

当期末残高 196,013 560,305 1,953,927 △730,935 1,979,310 1,979,310
 

 

 当連結会計年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 196,013 560,305 1,953,927 △730,935 1,979,310 － － － 1,979,310

当期変動額          

新株の発行 446,680 446,680   893,360    893,360

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  221,413  221,413    221,413

自己株式の取得    △5 △5    △5

自己株式の消却   △74,547 74,547 －    －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
     1,996 1,996 2,383 4,380

当期変動額合計 446,680 446,680 146,865 74,542 1,114,768 1,996 1,996 2,383 1,119,148

当期末残高 642,693 1,006,986 2,100,793 △656,393 3,094,078 1,996 1,996 2,383 3,098,459
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△909,453 253,998

 減価償却費 2,400 1,006

 減損損失 150,047 －

 賞与引当金の増減額（△は減少） △24,740 65,585

 株式給付引当金の増減額（△は減少） － △1,554

 受取利息及び受取配当金 △867 △3,211

 支払利息 15,784 4,772

 固定資産除却損 3,108 －

 売上債権の増減額（△は増加） 909,505 307,806

 棚卸資産の増減額（△は増加） 99,140 315,025

 仕入債務の増減額（△は減少） △6,776 21,183

 前受収益の増減額（△は減少） △97,631 △50,844

 契約負債の増減額（△は減少） △58,828 42,903

 未払消費税等の増減額（△は減少） 6,396 120,924

 預り金の増減額（△は減少） △232,357 △194,879

 その他 △102,292 72,415

 小計 △246,564 955,130

 利息及び配当金の受取額 867 3,211

 利息の支払額 △15,784 △4,772

 法人税等の支払額 △6,527 △14,014

 営業活動によるキャッシュ・フロー △268,008 939,556

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △46,745 △34,302

 有形固定資産の除却による支出 △83,663 △77,822

 投資有価証券の取得による支出 － △97,458

 無形固定資産の取得による支出 △17,694 △17,281

 敷金の差入による支出 － △8,470

 敷金の回収による収入 61,573 103,193

 貸付けによる支出 △690 △800

 貸付金の回収による収入 756 394

 差入保証金の回収による収入 100,000 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー 13,534 △132,546

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △719,470 △330,530

 新株予約権の発行による収入 1,204 5,444

 株式の発行による収入 190,822 890,300

 自己株式の取得による支出 － △5

 配当金の支払額 △383 △295

 その他 △26,384 △19,090

 財務活動によるキャッシュ・フロー △554,212 545,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △808,685 1,352,833

現金及び現金同等物の期首残高 2,469,534 1,660,849

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,660,849 ※1  3,013,682
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

連結子会社数の数及び名称

2社

京都きもの友禅株式会社

株式会社京都きもの友禅友の会

 
２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

該当事項はありません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②　棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品

　主として個別法(但し、一部の裏地等については移動平均法(月別))

貯蔵品

　最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備については定額法）

②　無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

②　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③　株式給付引当金

株式給付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づ

き計上しております。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。

 
　当社グループは、持株会社体制のもと、振袖を中心とした呉服販売及びレンタル、写真スタジオにおける成

人式前撮り撮影等を行う和装事業を展開しております。

　当該事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般、宝飾、その他家庭用品等の販売を行っており、これ

らの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

なお、商品の販売のうち、委託販売取引に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対

する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、着物購入時に割賦購入された顧客からの受取

利息については、契約に定める料率に基づき、割賦契約の期間に応じて収益を認識しております。

　和装事業においては、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に「成人式当日の着付ヘアメイク特典」「前撮

り写真撮影特典」「袴無料レンタル」を付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された

独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、特典利用まで収益を繰り延べる方法で計上しております。

　着物販売時に、表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に「５年間クリーニング無料特典」を

付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配

分を行い、５年間の期間で収益を繰り延べる方法で計上しております。

　写真撮影関連においては、成人式を主とした記念日の写真撮影及び撮影物（アルバム、データ等）商品の販

売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

　オンラインストアにおいては、振袖、訪問着他、和装小物全般の商品の販売を行っており、これらの商品の

販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

 
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 
(6) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

 
(重要な会計上の見積り)

１. 固定資産の減損

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから

得られる将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として計上しております。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

有形固定資産 6千円 210,379千円

無形固定資産 0 1,980

減損損失 150,047 ―
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（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　減損の兆候の判定と割引前将来キャッシュ・フローの算出方法

　当社の連結子会社である京都きもの友禅株式会社では、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単

位に資産のグルーピングを行っております。本社設備等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことか

ら、共用資産としております。

　減損の兆候の判定は、営業活動から生ずる損益の状況と翌期以降の当社グループ及び店舗別等の事業計画を考慮し

て、減損の兆候の有無を判断しております。割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された事業計画を基

に、足元の受注状況を考慮して見積りを行っております。

 
②　主要な仮定

　割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、各店舗の受注高の見積りであります。

 
③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　受注高について見積りにおける仮定よりも実績が大きく下回った場合には、新たに減損の兆候に該当する資産グルー

プが生じることがあり、また、割引前営業キャッシュ・フローが資産グループの固定資産の帳簿価額を下回る場合に

は、翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があります。

 
2. 繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産 ―千円 9,100千円
 

 
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

　当社グループは、グループ通算制度を適用しており、グループ通算制度適用会社ごとに、「繰延税金資産の回収可能

性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）等に準拠して、将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に

基づく課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

 
②　主要な仮定

　将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画の主要な仮定は、和装事業の受注高の

見積りであります。

 
③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提となった和装事業の受注

高の実績が、見積に対して大きく変動した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において繰延税金資産及び法人税

等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。

 
(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

等

 
(1) 概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討

が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定め

を採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定め

を個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価

償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
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(2) 適用予定日

　2028年３月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 
(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「流動資産」に表示していた「原材料及び貯蔵品」は、原材料の残高がなくなったた

め、当連結会計年度より「貯蔵品」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「原材料及び貯蔵品」に表示していた26,922千円は、

「貯蔵品」26,922千円として組み替えております。

また、前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「投資有価証券」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた3,438

千円は、「投資有価証券」0千円、「その他」3,438千円として組み替えております。

 
(連結貸借対照表関係)

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

預金 580,530千円 150,000千円
 

 

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

短期借入金 580,530千円 150,000千円
 

 
※２　当社は、前連結会計年度においては取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末に

おいて当該契約を終了しております。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

当座貸越極度額の総額 2,300,000千円 ―千円

借入実行残高 ― ―

差引額 2,300,000 ―
 

 
(連結損益計算書関係)

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

 
 

※２　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれていま

す。
 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
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 46,704千円 32,709千円
 

 
※３　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

広告宣伝費 357,963千円 432,084千円

給与手当 1,473,974 1,304,754 

賃借料 723,071 621,904 

賞与引当金繰入額 54,260 112,735 

退職給付費用 24,244 19,580 
 

 
 
※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　固定資産除却損は主に店舗改装に伴う設備の除却によるものであります。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。

 
※５　減損損失

　前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1)　減損損失を認識した資産グループの概要

 場所 用途 種類

和装事業 東京都新宿区　他11店 店舗 建物、その他

本社 東京都中央区 共用資産 建物、その他
 

(2)　減損損失の認識に至った経緯

上記事業については、収益性の低下が認められるため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたしました。

(3)　減損損失の金額

  建物 その他 合計

和装事業

東北地区　　１店舗 13,639千円 ―千円 13,639千円

関東地区　　８店舗 78,513 5,832 84,345

中部地区　　２店舗 4,954 183 5,137

中国地区　　１店舗 5,586 ― 5,586

本社 関東地区　　共用資産 ― 41,338 41,338

計 102,693 47,354 150,047
 

(4)　資産のグルーピングの方法

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。なお、

当連結会計年度において、事業セグメントの変更に伴い、変更後のグルーピングに基づき作成したものを開示して

おります。詳細は、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等（１）連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情

報等）」に記載のとおりであります。

本社設備等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。

(5)　回収可能額の算定方法

当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスで

あるため、回収可能額はゼロとして評価しております。

 
　当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

該当事項はありません。
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 (連結包括利益計算書関係)

　※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

　当期発生額 ―千円 2,915千円

　組替調整額 ― ―

　　税効果調整前 ― 2,915

　　税効果額 ― 918

　　その他有価証券評価差額金 ― 1,996

その他の包括利益合計 ― 1,996
 

 

 
 (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 12,498,200 2,800,000 ― 15,298,200
 

（注）(変動事由の概要)

　　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　　新株予約権の権利行使による新株の発行による増加　 2,800,000 株

 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,241,154 9,732 ― 1,250,886
 

 

（注）１　当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が335,800株含まれております。

２　（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　譲渡制限付株式報酬としての無償取得による増加　 9,732 株

 
３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

第４回新株予約権 普通株式 ― 2,800,000 2,800,000 ― ―

合計 ― ― 2,800,000 2,800,000 ― ―
 

（注）第４回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。
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４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　該当事項はありません。

 
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 15,298,200 6,652,300 335,800 21,614,700
 

（注）(変動事由の概要)

　　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　　新株予約権の権利行使による新株の発行による増加　6,652,300株

　　　減少数の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　自己株式の消却による減少　　　　　　　　　　　　　335,800株

 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,250,886 50 335,800 915,136
 

 

（注）(変動事由の概要)

　　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　 50株

　　　減少数の内訳は、次のとおりであります。

　　　　自己株式の消却による減少　　　　　　　　　　　　　335,800株

 
 

３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

第５回新株予約権 普通株式 ― 9,800,000 6,652,300 3,147,700 1,447

第６回新株予約権 普通株式 ― 3,900,000 ― 3,900,000 936

合計 ― ― 13,700,000 6,652,300 7,047,700 2,383
 

（注）１　第５回新株予約権及び第６回新株予約権の当連結会計年度増加は、発行によるものであります。

２　第５回新株予約権の当連結会計年度減少は、権利行使によるものであります。

３　第６回新株予約権につきましては、2026年３月18日開催の取締役会において、残存する全ての新株予約権

の取得及び消却について決議し、2026年４月20日付で全ての新株予約権を取得及び消却いたしました。詳

細は、「注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

 
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　該当事項はありません。

 
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次の剰余金の配当に関する事項は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,049 1.5 2026年３月31日 2026年６月25日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金勘定 1,668,196千円 3,013,682千円

信託預金 △7,346 ―

現金及び現金同等物 1,660,849 3,013,682
 

 
２　重要な非資金取引の内容

(1)　ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

ファイナンス・リース取引に係る
資産及び債務の額

8,738千円 ―千円
 

 
(2)　重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

重要な資産除去債務の計上額 42,147千円 195,513千円
 

 
(リース取引関係)

１　ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

・有形固定資産 

主として、営業用設備であります。

②  リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(2) 重要な減価償却資産の減価

償却方法」に記載のとおりであります。

 

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

１年内 191,709千円 167,161千円

１年超 206,297 132,657

合計 398,007 299,818
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(金融商品関係)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については主に預金を用いており、また、資金調達については銀行借入による方針で

す。また、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、信販会社によるショッピングクレジットを利

用することにより、信用リスクの低減を図っております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

定期的に時価の把握を行っております。

　差入保証金は、㈱京都きもの友禅友の会において割賦販売法に基づき法務局へ供託している供託金であり、信用

リスクに晒されておりません。

　敷金及び保証金は、賃貸借店舗の差入敷金であり、移転・退店時の敷金回収については貸主の信用リスクに晒さ

れていますが、貸主毎の格付信用情報等を適時確認することにより信用リスクを把握することとしております。

　営業債務である買掛金は、全て１ヶ月以内の支払期日であります。

　短期借入金の使途は、主に運転資金であり、返済期日は３か月から１年後となっております。

　リース債務は、主に営業用設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後、最長

で５年であります。

 
２　金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式

等は次表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表価額は、前連結会計年度０千円、当連結会計年

度０千円であります。また、「現金及び預金」「買掛金」「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似することから、注記を省略しております。

前連結会計年度（2025年３月31日）

 連結貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

(1)売掛金 2,038,418   
  前受収益 (310,232)   

  差額 1,728,186 1,556,714 △171,471

(2)差入保証金 1,355,250 1,319,817 △35,432

(3)敷金及び保証金 612,964 601,919 △11,044

(4)リース債務 (26,228) (25,852) 376
 

（※）　負債に計上されているものは（　）で示しております。
 
当連結会計年度（2026年３月31日）

 連結貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

(1)売掛金 1,746,721   
  前受収益 (259,387)   

  差額 1,487,333 1,363,943 △123,390

(2)投資有価証券    

  その他有価証券 100,373 100,373 ―

(3)差入保証金 1,355,250 1,295,933 △59,316

(4)敷金及び保証金 514,008 506,120 △7,887

(5)リース債務 (10,130) (9,980) 150
 

（※）　負債に計上されているものは（　）で示しております。
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（注１）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 １年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内
（千円）

現金及び預金 1,668,196 ― ―

売掛金 883,212 1,155,144 60

合計 2,551,408 1,155,144 60
 

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 １年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内
（千円）

現金及び預金 3,013,682 ― ―

売掛金 828,147 918,413 160

合計 3,841,829 918,413 160
 

 
（注２）リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 １年以内

（千円）

１年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超５年以内

（千円）

短期借入金 580,530 ― ― ― ―

リース債務 16,355 4,508 2,064 1,723 1,577

合計 596,885 4,508 2,064 1,723 1,577
 

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

 １年以内

（千円）

１年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超５年以内

（千円）

短期借入金 250,000 ― ― ― ―

リース債務 4,500 2,056 1,714 1,714 145

合計 254,500 2,056 1,714 1,714 145
 

 
３　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

　　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

　　　該当事項はありません。

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

 その他有価証券 100,373 ― ― 100,373
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(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

 区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(1)売掛金     
  前受収益     

  差額 ― 1,556,714 ― 1,556,714

(2)差入保証金 ― 1,319,817 ― 1,319,817

(3)敷金及び保証金 ― 601,919 ― 601,919

(4)リース債務 ― (25,852) ― (25,852)
 

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

 区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(1)売掛金     
  前受収益     

  差額 ― 1,363,943 ― 1,363,943

(2)差入保証金 ― 1,295,933 ― 1,295,933

(3)敷金及び保証金 ― 506,120 ― 506,120

(4)リース債務 ― (9,980) ― (9,980)
 

 
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル１の時価

に分類しております。

　売掛金

割賦販売斡旋業務に係る売掛金は、決済までの期間、及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値

により算定しており、その時価をレベル２に分類しております。それ以外は短期間で決済されるため、時価は帳簿

価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

　差入保証金

㈱京都きもの友禅友の会において、割賦販売法に基づき法務局へ供託している供託金であります。会員預り金の

標準利用期間、及びリスクフリーレートにより割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル２に分

類しております。

　敷金及び保証金

預託先毎に返還までの期間、及び格付会社の信用格付等に基づく信用リスクを加味した利率により割り引いた現

在価値により算定しており、その時価をレベル２に分類しております。

　リース債務

リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリースを締結する場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り

引く方法によっており、その時価をレベル２に分類しております。
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(有価証券関係)

１　その他有価証券

前連結会計年度（2025年３月31日）

非上場株式（連結貸借対照表計上額0千円）は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
連結貸借対照表計上額

（千円）
取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

 
 
 

100,373

 
 
 

97,458

 
 
 

2,915

小計 100,373 97,458 2,915

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

 
 
 
―

 
 
 
―

 
 
 
―

小計 ― ― ―

合計 100,373 97,458 2,915
 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額0千円）は、市場価格のない株式等であるため、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

 
２　売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 
３　減損処理を行った有価証券

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 
(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度を採用しております。

 

２　確定拠出制度に係る退職給付費用の額

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度8,911千円、当連結会計年度7,136千円であり

ます。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金（注）２ 1,707,318千円  1,713,363千円

未払事業税 1,613  5,144

賞与引当金 9,050  32,397

減損損失 124,114  78,869

商品評価損 207,852  219,456

資産除去債務 144,065  183,433

契約負債 2,037  0

その他 25,935  41,820

繰延税金資産小計 2,221,986  2,274,485

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △1,707,318  △1,701,402

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △514,668  △494,217

評価性引当額小計（注）１ △2,221,986  △2,195,620

繰延税金資産合計 ―  78,865

    

繰延税金負債    

資産除去債務に対応する除去費用 ―千円  △68,864千円

その他有価証券評価差額金 ―  △918

繰延税金負債合計 ―  △69,764

繰延税金資産純額 ―  9,100
 

 
(注) １　評価性引当額が26,366千円減少しております。この減少の主な内容は、賞与引当金及び資産除去債務が増加

した一方で、減損損失が減少したこと及び当連結会計年度において会社分類を変更したこと等によるもので

あります。

２　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2025年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― ― ― ― ― 1,707,318 1,707,318

評価性引当額 ― ― ― ― ― 1,707,318 1,707,318

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
当連結会計年度（2026年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(b) ― ― 742,698 87,508 17,134 866,021 1,713,363

評価性引当額 ― ― 739,875 87,508 16,926 857,092 1,701,402

繰延税金資産 ― ― 2,823 ― 208 8,929 11,961
 

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
 

前連結会計年度
(2025年３月31日)

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 ―  30.6％

（調整）    

住民税均等割 ―  4.6％

評価性引当額の増減 ―  △23.6％

連結子会社の税率差異 ―  3.1％

その他 ―  △1.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―  12.8％
 

（注）前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
３　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又は

これらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

当社は、営業店舗の不動産賃貸借契約に基づき、店舗の移転・退店時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識し、計上しております。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

店舗の使用見込み期間を主に10年と見積り、割引率は当該使用見込み期間に見合う国債の流通利回りを使用して

資産除去債務の金額を計算しております。

 

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

期首残高 398,865千円 409,288千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 42,005 ―

資産除去債務の見直しによる増加額 ― 196,610

時の経過による調整額 141 64

資産除去債務の履行による減少額 △31,724 △85,458

期末残高 409,288 520,505
 

 

 

EDINET提出書類

株式会社京都きもの友禅ホールディングス(E03320)

有価証券報告書

67/93



 

(収益認識関係)

１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日 
 至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日 
 至 2026年３月31日)

和装売上高 4,575,840 5,419,648

金融売上高 3,478 9

写真売上高 265,199 232,988

その他 106,263 120,484

顧客との契約から生じる収益 4,950,782 5,773,131

その他の収益 210,424 178,469

外部顧客への売上高 5,161,206 5,951,600
 

 

２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項）　４　会計方針に関する事項　(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 
３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（1）契約負債の残高等

  (単位：千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

契約負債（期首残高） 226,950 168,121

契約負債（期末残高） 168,121 211,024
 

　契約負債は、主に、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に付与している「成人式当日の着付ヘアメイク特典」、着

物販売時に表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に付与している「５年間クリーニング無料特典」に関

するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、154,733千円であります。

また、当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、93,457千円でありま

す。

　当連結会計年度に計上された前受金残高のうち922,912千円は、当社グループが顧客から受け取った商品代金のうち、

期末時点において未出荷にかかる残高であり、商品の出荷時に収益が計上されるとともに、一部が契約負債として残存

履行義務に配分されます。

 
（2）残存履行義務に配分した取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

  (単位：千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 102,066 130,796

１年超２年以内 38,348 45,895

２年超３年以内 18,497 20,443

３年超 9,207 13,889

合計 168,121 211,024
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）　

当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

 
当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）　

当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

 
【関連情報】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

 

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

２  地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは「和装事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

　　　該当事項はありません。

 

(開示対象特別目的会社関係)

　　　該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
当連結会計年度

(自　2025年４月１日
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至　2025年３月31日) 至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額 140.90円 149.57円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△74.30円 13.35円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― 12.44円
 

(注) １　前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載して

おりません。

２　「株式給付型ＥＳＯＰ」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、１株当たり純資産額の算定上、

期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（前連結会計年度335,800株、当連結会計年度

―株）。また、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において

控除する自己株式に含めております（前連結会計年度335,800株、当連結会計年度167,440株）。なお、「株

式給付型ＥＳＯＰ」は、2025年９月をもって終了しております。

３　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

  

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)

△923,106 221,413

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に帰属する
当期純損失（△）(千円)

△923,106 221,413

普通株式の期中平均株式数(株) 12,423,779 16,587,170

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 1,218,166

(うち新株予約権(株))  　(―) (1,218,166)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

― ―

 

(注) ４　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,979,310 3,098,459

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― 2,383

(うち新株予約権(千円)) (―) (2,383)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,979,310 3,096,075

普通株式の発行済株式数(株) 15,298,200 21,614,700

普通株式の自己株式数(株) 1,250,886 915,136

１株当たり純資産の算定に用いられた期末の

普通株式の数(株)
14,047,314 20,699,564
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(重要な後発事象)

(第三者割当による第６回新株予約権の取得及び消却)

当社は、2026年３月18日開催の取締役会において、2025年８月29日に発行いたしました

第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）について、下記のとおり、残存する

全ての本新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議

し、2026年４月20日付で取得及び消却いたしました。

 
１．取得及び消却した本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称
株式会社京都きもの友禅ホールディングス

第６回新株予約権

(2) 取得及び消却する新株予約権の数 39,000個

(3) 取得日及び消却日 2026年４月20日

(4) 取得価額 936,000円

(5) 消却後に残存する新株予約権の数 0個
 

 
２．取得及び消却を行う理由

2026年３月期の業績が好調に推移し、当初計画を上回る利益が獲得できる見込みであり、

当初調達を予定していた資金の確保と財務基盤の強化が進んだこと、また、今後の当社の資

本政策等を総合的に勘案した結果、第６回新株予約権の要項の規定に従い、残存する第６回

新株予約権について取得・消却することといたしました。

 
(資本金の額の減少)

当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、2026年６月24日開催の当社第55期定時株主総会に

資本金の額の減少（減資）について付議することを決議いたしました。

 
１．資本金の額の減少の目的

今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第１項の規定に基づき、

資本金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

 
２．資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

　　資本金の額642,693千円のうち542,693千円を減少して、減少後の資本金の額を100,000千円といたします。

 
(2) 資本金の額の減少の方法

　　発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものです。

 
３．資本金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日　　　　　2026年５月11日

(2) 債権者異議申述公告日　　2026年５月15日

(3) 債権者異議申述最終日　　2026年６月15日

(4) 株主総会決議日　　　　　2026年６月24日（予定）

(5) 効力発生日　　　　　　　2026年６月24日（予定）
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 580,530 250,000 1.9
2026年７月31日～
2027年３月31日

１年以内に返済予定のリース債務 16,355 4,500 3.8 ―

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）

9,873 5,630 3.3
2027年４月１日～
2030年４月30日

合計 606,758 260,130 ― ―
 

(注)　１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

リース債務 2,056 1,714 1,714 145
 

 
 
【資産除去債務明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

409,288 196,675 85,458 520,505
 

 

 
(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) 3,032,795 5,951,600

税金等調整前中間
（当期）純利益

(千円) 160,073 253,998

親会社株主に帰属する中間
（当期）純利益

(千円) 150,140 221,413

１株当たり中間
（当期）純利益

(円) 10.47 13.35
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※1  184,380 ※1  1,144,899

  売掛金 220,165 28,282

  前払費用 13,186 11,674

  関係会社未収入金 13,938 102,639

  関係会社営業未収入金 37,543 ―

  関係会社短期貸付金 4,050,000 3,750,000

  その他 13,228 ―

  貸倒引当金 △2,653,247 △2,508,866

  流動資産合計 1,879,193 2,528,628

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 0 17,938

   工具、器具及び備品 0 4,164

   リース資産 0 0

   有形固定資産合計 0 22,102

  無形固定資産   

   ソフトウエア 0 0

   その他 0 1,980

   無形固定資産合計 0 1,980

  投資その他の資産   

   関係会社株式 236,640 236,640

   長期前払費用 1,227 ―

   敷金及び保証金 32,666 25,813

   投資有価証券 ― 100,373

   繰延税金資産 ― 3,294

   その他 2,123 ―

   投資その他の資産合計 272,657 366,121

  固定資産合計 272,658 390,203

 資産合計 2,151,851 2,918,832
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 ※1,※2  580,530 ※1  250,000

  リース債務 4,854 1,622

  未払金 53,575 15,072

  関係会社未払金 8,411 8,479

  未払費用 598 728

  未払法人税等 2,749 15,419

  預り金 882 718

  賞与引当金 1,700 4,630

  その他 ― 8,028

  流動負債合計 653,301 304,699

 固定負債   

  リース債務 6,497 5,131

  株式給付引当金 1,554 ―

  資産除去債務 24,181 25,387

  固定負債合計 32,233 30,519

 負債合計 685,534 335,219

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 196,013 642,693

  資本剰余金   

   資本準備金 400,013 846,693

   資本剰余金合計 400,013 846,693

  利益剰余金   

   利益準備金 275,125 275,125

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 1,326,101 1,471,115

   利益剰余金合計 1,601,226 1,746,240

  自己株式 △730,935 △656,393

  株主資本合計 1,466,316 2,579,233

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 ― 1,996

  評価・換算差額等合計 ― 1,996

 新株予約権 ― 2,383

 純資産合計 1,466,316 2,583,613

負債純資産合計 2,151,851 2,918,832
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

営業収益   

 経営指導料 ※1  412,360 ※1  423,072

 営業収益合計 412,360 423,072

売上総利益 412,360 423,072

販売費及び一般管理費 ※1、※2  475,660 ※1、※2  412,436

営業利益又は営業損失（△） △63,300 10,635

営業外収益   

 受取利息 206 588

 関係会社受取利息 ※1  57,082 ※1  56,375

 雑収入 300 329

 営業外収益合計 57,589 57,292

営業外費用   

 支払利息 14,789 4,417

 支払手数料 2,000 0

 支払保証料 ※1  5,849 ※1  899

 雑損失 1,100 1,514

 営業外費用合計 23,739 6,830

経常利益又は経常損失（△） △29,450 61,097

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 － 144,380

 特別利益合計 － 144,380

特別損失   

 貸倒引当金繰入額 866,003 －

 減損損失 41,338 －

 特別損失合計 907,342 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △936,792 205,478

法人税、住民税及び事業税 △14 △9,870

法人税等調整額 － △4,213

法人税等合計 △14 △14,083

当期純利益又は当期純損失（△） △936,778 219,561
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 304,000 304,000 275,125 2,262,880 2,538,005

当期変動額       

新株の発行 96,013 96,013 96,013    

当期純利益又は当期

純損失（△）
    △936,778 △936,778

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 96,013 96,013 96,013 － △936,778 △936,778

当期末残高 196,013 400,013 400,013 275,125 1,326,101 1,601,226
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

当期首残高 △730,935 2,211,069 － － 2,211,069

当期変動額      

新株の発行  192,026   192,026

当期純利益又は当期

純損失（△）
 △936,778   △936,778

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    －

当期変動額合計 － △744,752 － － △744,752

当期末残高 △730,935 1,466,316 － － 1,466,316
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 当事業年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計繰越利益

剰余金

当期首残高 196,013 400,013 400,013 275,125 1,326,101 1,601,226

当期変動額       

新株の発行 446,680 446,680 446,680    

当期純利益又は当期

純損失（△）
    219,561 219,561

自己株式の取得       

自己株式の消却     △74,547 △74,547

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 446,680 446,680 446,680 － 145,014 145,014

当期末残高 642,693 846,693 846,693 275,125 1,471,115 1,746,240
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

当期首残高 △730,935 1,466,316 － － 1,466,316

当期変動額      

新株の発行  893,360   893,360

当期純利益又は当期

純損失（△）
 219,561   219,561

自己株式の取得 △5 △5   △5

自己株式の消却 74,547 －   －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  1,996 2,383 4,380

当期変動額合計 74,542 1,112,916 1,996 2,383 1,117,297

当期末残高 △656,393 2,579,233 1,996 2,383 2,583,613
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 関係会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

　

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 （リース資産を除く）

定率法(ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備については定額法)

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法

　

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 株式給付引当金

株式給付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上

しております。

 
４　重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。

 
　当社は、事業を行っているグループ各社に対して経営指導・管理業務等を行っております。顧客であるグルー

プ各社に対して一定期間、適時に経営指導・管理業務等を行う履行義務を負っており、当該一定期間が経過する

につれて履行義務が充足されるものと判断しており、一定期間にわたり経営管理料として収益を計上しておりま

す。

　取引の対価は、収益を計上した翌月に受領しております。

 

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　グループ通算制度の適用

当社では、グループ通算制度を適用しております。

 

EDINET提出書類

株式会社京都きもの友禅ホールディングス(E03320)

有価証券報告書

78/93



 

(重要な会計上の見積り)

関係会社株式の評価及び関係会社貸付金の評価

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

関係会社株式 236,640千円 236,640千円

関係会社短期貸付金 4,050,000 3,750,000

貸倒引当金 2,635,247 2,508,866
 

 
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　①　算出方法

関係会社株式については、取得価額をもって貸借対照表価額としておりますが、関係会社の財政状態の悪化によ

り実質価額が著しく低下したときは相当の減額を行い、当期の損失として処理しております。また、債務超過の関

係会社については、投融資先の財政状態及び経営成績を考慮して純資産の回復可能性が合理的に見込めない場合に

は、当該関係会社に対する債権について貸倒引当金を計上しております。

当事業年度においては京都きもの友禅株式会社が債務超過であるため、当該関係会社に対する関係会社短期貸付

金3,750,000千円に対し、貸倒引当金2,508,866千円を計上しております。

②　主要な仮定

関係会社の純資産の回復可能性の判断については、関係会社の過年度における損益の状況、債務超過の程度、翌

事業年度の予算などを考慮しております。翌事業年度の予算における主要な仮定は受注高の見積りであります。

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

関係会社の業績が想定を超えて回復又は悪化した場合には、引当金の戻入、評価損や引当金の追加計上が発生す

る可能性があり、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。

 
(貸借対照表関係)

 ※１　担保資産及び担保付債務

関係会社の資産を担保に差入れております。対象資産は次のとおりであります。
 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

預金 580,530千円 150,000千円
 

 
対応債務は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期借入金 580,530千円 150,000千円
 

 
※２　当社は、前事業年度においては取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当事業年度末において当

該契約を終了しております。

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

当座貸越極度額の総額 2,300,000千円 ―千円

借入実行残高 ― ―

差引額 2,300,000 ―
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(損益計算書関係)

※１　関係会社との取引高

 

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

営業取引による取引高   

　営業収益 412,360千円 423,072千円

　販売費及び一般管理費 81,345 71,842

営業取引以外の取引による取引高 62,932 57,274
 

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

給与手当 81,923千円 72,355千円

役員報酬 64,378 47,864 

減価償却費 105 664 

賃借料 50,135 58,512 

賞与引当金繰入額 3,900 6,080 

退職給付費用 1,704 1,576 

支払手数料 194,105 115,871 
 

 

おおよその割合

販売費 0％ 0％

一般管理費 100 100
 

 

(有価証券関係)

　関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。

　　(注)市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 2025年３月31日 2026年３月31日

関係会社株式 236,640 236,640

計 236,640 236,640
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
 

当事業年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産    

　税務上の繰越欠損金 983,874千円  967,380千円

　未払事業税 841  2,770

　賞与引当金 520  1,459

　減損損失 18,244  14,358

　資産除去債務 7,622  8,001

　会社分割による関係会社株式調整額 255,720  255,712

　関係会社株式 34,465  34,464

　貸倒引当金 836,303  790,769

　その他 22,715  23,246

繰延税金資産小計 2,160,309  2,098,163

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △983,874  △964,349

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,176,434  △1,126,329

評価性引当額小計 △2,160,309  △2,090,679

繰延税金資産合計 ―  7,484

    

繰延税金負債    

　資産除去債務に対応する除去費用 ―千円  △3,271千円

　その他有価証券評価差額金 ―  △918

繰延税金負債合計 ―  △4,189

繰延税金資産純額 ―  3,294
 

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
 

前事業年度
(2025年３月31日)

 
当事業年度

(2026年３月31日)

法定実効税率 ―  30.6％

（調整）    

住民税均等割 ―  0.5％

評価性引当額の増減 ―  △38.5％

その他 ―  0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―  △6.9％
 

（注）前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
３　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取

扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する

税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 
(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第５　経理の状況　２　財務諸表等　（１）

財務諸表　注記事項（重要な会計方針）　４　重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。
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(重要な後発事象)

(第三者割当による第６回新株予約権の取得及び消却)

当社は、2026年３月18日開催の取締役会において、2025年８月29日に発行いたしました第６回新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）について、下記のとおり、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに、取得

後直ちに本新株予約権を消却することを決議し、2026年４月20日付で取得及び消却いたしました。

 
１．取得及び消却した本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称
株式会社京都きもの友禅ホールディングス

第６回新株予約権

(2) 取得及び消却する新株予約権の数 39,000個

(3) 取得日及び消却日 2026年４月20日

(4) 取得価額 936,000円

(5) 消却後に残存する新株予約権の数 0個
 

 
２．取得及び消却を行う理由

2026年３月期の業績が好調に推移し、当初計画を上回る利益が獲得できる見込みであり、当初調達を予定してい

た資金の確保と財務基盤の強化が進んだこと、また、今後の当社の資本政策等を総合的に勘案した結果、第６回新

株予約権の要項の規定に従い、残存する第６回新株予約権について取得・消却することといたしました。

 
(資本金の額の減少)

当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、2026年６月24日開催の当社第55期定時株主総会に資本金の額の

減少（減資）について付議することを決議いたしました。

 
１．資本金の額の減少の目的

今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額

の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

 
２．資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

資本金の額642,693千円のうち542,693千円を減少して、減少後の資本金の額を100,000千円といたします。

 
(2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものです。

 
３．資本金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日　　　　　2026年５月11日

(2) 債権者異議申述公告日　　2026年５月15日

(3) 債権者異議申述最終日　　2026年６月15日

(4) 株主総会決議日　　　　　2026年６月24日（予定）

(5) 効力発生日　　　　　　　2026年６月24日（予定）
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 0 18,233 ― 294 17,938 43,683

 
工具、器具及び
備品

0 4,533 ― 369 4,164 155,996

 リース資産 0 ― ― ― 0 24,767

 計 0 22,766 ― 664 22,102 224,447

無形固定資産 ソフトウェア 0 ― ― ― 0 88,403

 その他 0 1,980 ― ― 1,980 5,229

 計 0 1,980 ― ― 1,980 93,632
 

 
 
【引当金明細表】

（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 2,653,247 ― 144,380 2,508,866

賞与引当金 1,700 4,630 1,700 4,630

株式給付引当金 1,554 ― 1,554 ―
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の
基準日

９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の
買取り・売渡し

 

　取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内１丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内１丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

　取次所 ─

　買取・売渡手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行い
ます。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
　https://www.kyotokimonoyuzenholdings.co.jp/

株主に対する特典
毎年３月末現在の株主名簿に記載又は記録された100株以上保有の株主に対し、一律１枚
の当社買物10％割引券を贈呈しております。

 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第54期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月26日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第54期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月26日関東財務局長に提出。

 

(3) 半期報告書、半期報告書の確認書

第55期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）2025年11月13日関東財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書

2025年５月13日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく

臨時報告書

2025年６月26日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書

2025年８月６日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書

2026年５月11日関東財務局長に提出。

 
(5) 有価証券届出書及びその添付書類

第５回新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）及び第６回新株予約権証券の発行

2025年８月13日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2026年６月23日

株式会社京都きもの友禅ホールディングス

取締役会　御中

Mooreみらい監査法人
 

東京都千代田区
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 小　泉　　　淳  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 佐　藤　豊　毅  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社京都きもの友禅ホールディングスの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監

査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社京都きもの友禅ホールディングス及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

　会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されて

いる商品及び製品（残高738,935千円）は、総資産の約

9.1％を占めている。

　（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

４．会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法②棚卸資産に記載のとおり、商品及び製品の

連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定している。具体的には、商品及び製品

のうち長期滞留が認められる在庫について、一律に帳簿

価額を切り下げる方法を採用している。

　営業循環過程から外れた商品及び製品の帳簿価額を切

り下げるために使用する一定期間ごとの評価額は、商品

及び製品の過去の販売実績が将来の期間においても継続

すると仮定して算出しているが、見積りの不確実性を伴

うものであり、経営者の主観的な判断が重要な影響を及

ぼすことになる。

　以上から、当監査法人は、棚卸資産の評価が当連結会

計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監

査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性を検討するた

めに、主に以下の監査手続を実施した。

・商品及び製品の評価に関連する内部統制の整備及び運

用状況の有効性を評価した。

 
・監査済み会計数値との照合等により、在庫評価資料の

網羅性及び正確性を確認した。

 
・長期滞留が認められる在庫の評価について、過去の販

売実績をもとにした将来の販売予測に基づき一律に帳

簿価額を切り下げる方法の妥当性を検討するために、

過年度に評価減を行った在庫の当期の販売実績を検討

した。

 
・商品及び製品のうち、長期滞留している商品及び製品

について、会社が設定した評価により適切に帳簿価額

を切り下げているか再計算により検討した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
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続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社京都きもの友禅ホー

ルディングスの2026年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社京都きもの友禅ホールディングスが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうか

について合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す

ることにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

 
 

※　１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

2026年６月23日

株式会社京都きもの友禅ホールディングス

取締役会　御中

Mooreみらい監査法人
 

東京都千代田区
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 小　泉　　　淳  

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 佐　藤　豊　毅  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社京都きもの友禅ホールディングスの2025年４月１日から2026年３月31日までの第55期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社京都きもの友禅ホールディングスの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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関係会社貸付金の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

会社は、2026年３月31日現在、貸借対照表上、連結子

会社である京都きもの友禅株式会社に対する関係会社短

期貸付金に対して、貸倒引当金△2,508,866千円を計上

している。

注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されている

とおり、債務超過の関係会社については、投融資先の財

政状態及び経営成績を考慮して純資産の回復可能性が合

理的に見込めない場合には、当該関係会社に対する債権

について貸倒引当金を計上している。

関係会社貸付金に対する貸倒引当金は、当事業年度の

純資産2,583,613千円に比して金額的に重要であり、慎

重な検討を要することから、当監査法人は当該事項を監

査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、関係会社貸付金の評価を検討するに当

たり、主として以下の監査手続を実施した。

・関係会社貸付金等の評価に関する会社の内部統制の整

備及び運用状況について評価した。

 
・関係会社の予算を入手し、経営者等に関係会社の純資

産の回復可能性について質問を実施した。

 
・会社の取締役会等の議事録を閲覧及び経営者等への質

問により、関係会社の経営環境及び財政状態の悪化を

示唆するような情報の有無について検討した。

 
・関係会社短期貸付金に対する貸倒引当金の計上額につ

いて、財務内容の評価に基づく要引当額との整合性を

確かめた。
 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 

 

※　１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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